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○ 仙台市介護予防・日常生活支援総合事業の実施，当該事業を行う指定事業者の指定等及び当該事

業に要する費用の額の算定に関する要綱 

（令和３年３月 31日健康福祉局長決裁） 
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第１章 総則 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，介護保険法（平成９年法律第 123号。以下「法」という。），介護保険法施行令

（平成 10年政令第 412号。以下「政令」という。），介護保険法施行規則（平成 11年厚生省令第 36

号。以下「省令」という。），介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための

指針（令和 6年厚生労働省告示第 168号。第３条第１号ア(ウ) (エ)及び同号イ(ウ)において「指針」とい

う。）及び地域支援事業実施要綱（平成 18年６月９日老発第 0609001号。次条において「法令等」

と総称する。）に定めるもののほか，本市が行う介護予防・日常生活支援総合事業の実施，当該事業

を行う指定事業者の指定等及び当該事業に要する費用の額の算定に関し，必要な事項を定めるもの

とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において使用する用語は，法令等において使用する用語の例による。 

 

第２章 介護予防・日常生活支援総合事業の実施 

 

 （事業の内容） 

第３条 市長は，介護予防・日常生活支援総合事業として，次に掲げる事業を行う。 

⑴ サービス・活動事業（第１号事業） 

ア 訪問型サービス（第１号訪問事業） 

（ア） 訪問介護型サービス 

省令第 140条の 63の６第１号イに該当するものとして第 15条において定める基準に従い

提供されるサービスで，旧介護予防訪問介護に相当するもの 

（イ） 生活支援訪問型サービス 

省令第 140条の 63の６第２号に該当するものとして第 16条において定める基準に従い提
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供されるサービスで，旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準により提供される

もの 

   （ウ） 住民主体による訪問型生活支援 

     指針第２の４（1）③の規定による地域住民の主体的な活動を行う団体により支援が行われ

るもの 

   （エ） 訪問・通所連動型短期集中予防サービス 

指針第２（1）④の規定による保健・医療の専門職により提供される支援で，３～６か月の短

期間で行われるもの 

イ 通所型サービス（第１号通所事業） 

（ア） 通所介護型サービス 

省令第 140条の 63の６第１号イに該当するものとして第 17条において定める基準に基づ

き提供されるサービスで，旧介護予防通所介護に相当するもの 

（イ） 生活支援通所型サービス 

省令第 140条の 63の６第２号に該当するものとして第 18条において定める基準に基づき

提供されるサービスで，旧介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準により提供され

るもの 

（ウ） 訪問・通所連動型短期集中予防サービス 

指針第２（1）④の規定による保健・医療の専門職により提供される支援で，３～６か月の短

期間で行われるもの 

ウ 介護予防ケアマネジメント（第１号介護予防支援事業） 

（ア） 従来型のケアマネジメント 

省令第 140条の 63の６第１号に該当するものとして第 19条において定める基準に基づき

提供されるケアマネジメントで，現行の介護予防支援に相当するもの 

（イ） 初回型のケアマネジメント 

省令第 140条の 63の６第２号に該当するものとして第 20条において定める基準に基づき

提供されるケアマネジメントで，現行の介護予防支援よりも緩和した基準により提供される

もので，基本的にサービス利用開始時のみ行われるもの 

⑵ 一般介護予防事業 

ア 介護予防把握事業 

イ 介護予防普及啓発事業 

ウ 地域介護予防活動支援事業 

エ 地域リハビリテーション活動支援事業 

 （事業の実施方法） 

第４条 前条第１号ア（ア）及び（ イ），同号イ（ ア）及び（ イ）並びに同号ウ（居宅要支援被保険者に係るものに限

る。）の事業は，法第 115条の 45の３第１項に規定する指定事業者の当該指定に係る第１号事業を

行う事業所により実施する。 

２ 前条第１号ア（エ）イ（ウ）及び同号ウ（居宅要支援被保険者に係るものを除く。）の事業は，それぞれ，

法第 115条の 47第４項及び第１項の規定により，その実施を本市が委託した者（次条第３項及び第

４項において「受託者」という。）により実施する。 

３ 前条第１号ア（ウ）の事業は，本市が別に定める基準に基づき補助した地域住民の主体的な活動を行

う団体により実施する。 
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 （事業の利用者等） 

第５条 第３条第１号の事業を利用することができる居宅要支援被保険者等のうち，省令第 140条の

62 の４第２号の厚生労働大臣が定める基準に該当する第一号被保険者（以下「事業対象者」とい

う。）の判定は，仙台市豊齢力チェックリスト（様式第１号）により行うものとする。 

２ 市長は，仙台市豊齢力チェックリストに，介護保険法施行規則第 140条の 62の４第２号の規定に

基づき厚生労働大臣が定める基準（平成 27年厚生労働省告示第 197号）様式第１に規定するものの

ほか，必要な質問項目を設けることができる。 

３ 居宅要支援被保険者等は，介護予防ケアマネジメントの事業を利用しようとするとき又は介護予

防ケアマネジメントの提供を受ける指定事業者若しくは受託者を変更しようとするときは，介護予

防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書（様式第２号）に必要事項を

記載のうえ，介護保険被保険者証を添付して，区長に届け出なければならない。 

４ 前項の規定による届出は，居宅要支援被保険者等から介護予防ケアマネジメントの提供に係る依

頼を受けた指定事業者又は受託者が行うことができる。 

５ 第１項に規定する方法により，事業対象者に該当した者が，本人の申し出により総合事業（事業

対象者）取消届（様式第３号）を区長に届け出た場合には，届出日の翌月 1 日から事業対象者であ

ることを取消すことができる。 

６ 区長は，前項に規定する取消をしたときは，総合事業事業対象者取消決定通知書（様式第４号）

により届出を行った者に通知するものとする。 

 

第３章 介護予防・日常生活支援総合事業を行う指定事業者の指定等 

 

第１節 指定事業者の指定に係る手続等 

（事業者の指定） 

第６条 法第 115条の 45の３第 1項の指定（以下「指定事業者の指定」という。）は，法人のうちか

ら行う。 

（指定の申請） 

第７条 指定事業者の指定を受けようとする者（以下「申請者」という。）は，法第 115条の 45の５

第１項に基づき次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を市長に提出しなければならない。 

２ 申請者は，前項の申請書に次の各号に掲げる書類を添付して，市長に提出しなければならない。 

⑴ 事業所（当該事業所の所在地以外の場所に当該申請に係る事業の一部を行う拠点を有するとき 

は，当該拠点を含む。）の名称及び所在地 

 ⑵ 申請者の登記事項証明書又は条例等 

 ⑶ 建物の構造概要及び平面図（各室の用途を明示するものとする。）並びに設備の概要 

 ⑷ 利用者の推定数 

 ⑸ 事業所の管理者の氏名，生年月日及び住所 

 ⑹ 運営規程 

⑺ 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

⑻ 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態 

⑼ 誓約書（別表第１各号に該当しないことを誓約する書面をいう。） 

⑽ その他市長が指定に関し必要と認める事項 

３ 市長は，第１項の申請があったときは，当該申請の内容を審査するものとする。 
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４ 市長は，前項の審査の結果，第１項の申請の内容に不備があって補正の必要があると認めるとき

は，申請者に対し，速やかに補正を求めるものとする。 

５ 市長は，第３項の審査の結果，第１項の申請の内容に不備がないとき又は前項の規定による補正

の結果不備がなくなったときは，第１項の申請を受理するものとする。 

６ 指定事業者の指定は，毎月１日に行う。 

７ 前項の指定に係る標準処理期間は，第１項の申請を受理した日から同日の属する月の翌々月１日

までの期間とする。 

８ 市長は，第１項の申請があった場合において，別表第１各号に該当するときは，指定事業者の指

定をしてはならない。 

９ 第１項に規定する申請書は，厚生労働大臣が定める様式によるものとする。 

（指定の有効期間） 

第８条 省令第 140条の 63 の７の市町村が定める期間は，指定事業者の指定の効力が生じた日から６

年とする。 

 （指定の更新） 

第９条 法第 115条の 45の６第１項の更新を受けようとする者は，当該更新の申請に当たって，申請

書又は書類を市長に提出しなければならない。 

２ 第７条第２項（第２号，第６号及び第７号を除く。）から第５項まで及び第８項から第９項の規定

は，前項の申請について準用する。 

 （変更の届出等） 

第 10条 指定事業者は，次の各号に掲げる事項に変更があったときはその変更があったときから 10

日以内に，休止した当該指定に係る第１号事業を再開したときはその再開の予定日の１月前まで

に，次項及び第５項に定めるところにより，その旨を市長に届け出なければならない。 

⑴  事業所の名称又は所在地 

⑵  事業者の名称又は主たる事務所の所在地 

⑶  代表者の職名，氏名，生年月日及び住所 

⑷  登記事項証明書又は条例等（当該事業に関するものに限る。） 

⑸  事業所の建物の構造，専用区画等 

⑹  事業所の管理者の氏名，住所等 

⑺  事業所の営業日及び営業時間 

⑻  事業所で提供するサービス内容及び費用の額 

⑼  通常の事業の実施地域 

⑽  利用定員 

２ 指定事業者は，当該指定に係る第１号事業を廃止し，又は休止しようとするときは，次項及び第

５項に定めるところにより，その廃止又は休止の１月前までに，その旨を市長に届け出なければな

らない。 

３ 第７条第２項から第５項及び第９項までの規定は，第１項及び第２項の規定による届出について

準用する。 

（指定に係る特例） 

第 11条 通所介護型サービス又は生活支援通所型サービスに係る事業所について，地域密着型通所介

護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定と併せて指定事業者の指定を受けようとする者から

法第 78条の２第１項の申請と併せて当該事業所に係る第７条第１項の申請があった場合における同
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条第 6項の規定の適用については，「毎月１日」とあるのは「毎月１日（第 11条第１項の法第 78条

の２第１項の申請に基づき，地域密着型通所介護に係る指定地域密着型サービス事業者の指定が行

われる場合にあっては，当該指定に係る事業所の指定の効力が生じた日）」とする。 

２ 訪問介護型サービス若しくは生活支援訪問型サービス又は通所介護型サービス若しくは生活支援

通所型サービスに係る事業所について，それぞれ，訪問介護に係る指定居宅サービス事業者の指定

又は通所介護に係る指定居宅サービス事業者の指定若しくは地域密着型通所介護に係る指定地域密

着型サービス事業者の指定を受けている者から当該事業所に係る第７条第１項の申請があった場合

において，次の各号のいずれにも該当するときにおける第８条の規定の適用については，同条中

「６年」とあるのは，「第 11条第２項第２号の当該申請の際現に当該指定を受けている事業所の指

定の有効期間まで」とする。 

 ⑴ 当該申請に係る事業所の所在地が仙台市内であること 

 ⑵ 当該申請に係る事業所において新たに行われることとなる事業と当該申請の際現に当該指定を

受けている事業所において行われている事業とが同一の事業所において一体的に運営されること 

 

第２節 指定事業者の情報の公表等 

 （事業者情報の公表） 

第 12条 市長は，指定事業者の指定をしたとき又は第 10条第３項の規定による廃止の届出を受理し

たときは，遅滞なく，次に掲げる事項を公表しなければならない。 

⑴ 当該指定事業者の名称及び主たる事務所の所在地 

⑵ 当該指定に係る事業所の介護保険事業所番号，名称，所在地及びサービスの種類 

⑶ 指定をし，又は廃止の届出を受理した年月日 

 （事業者情報の公示） 

第 13条 市長は，次に掲げる場合は，遅滞なく，次項で定める事項を公示しなければならない。 

⑴ 法第 115条の 45の８第３項の規定により，指定事業者に対し措置をとるべき旨の命令を行った

とき 

⑵ 法第 115条の 45の９の規定により指定を取り消し，又は指定の全部若しくは一部の効力を停止

したとき 

２ 前項の規定により公示する事項は，次に掲げる事項とする。 

⑴ 指定事業者の名称及び主たる事務所の所在地 

⑵ 介護保険事業所番号，事業所の名称及び所在地並びにサービス種類 

⑶ 措置をとるべき旨の命令を行った場合にあっては，命令の内容，年月日及び履行期限 

⑷ 指定の取消しを行った場合にあっては，取消しを行った年月日 

⑸ 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては，その内容及び期間 

⑹ その他市長が必要と認める事項 

 （事業者情報の提供） 

第 14条 市長は，指定事業者の指定，法第 115条の 45の６第１項の更新又は第 10条の規定による届

出の受理をしたときは，次に掲げる事項について，都道府県，国民健康保険法（昭和 33年法律第

192 号）第 45条第５項に規定する国民健康保険団体連合会その他必要と認める者に対して提供する

ことができる。 

⑴ 指定事業者の名称及び主たる事務所の所在地 

⑵ 介護保険事業所番号，事業所の名称及び所在地並びにサービス種類 
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⑶ 代表者及び管理者の氏名，生年月日，職名，就退任年月日 

⑷ 指定又は更新を行った年月日及び指定の有効期間満了日 

⑸ 変更，廃止，休止，再開の年月日 

⑹ 運営規程の概要 

⑺ 措置をとるべき旨の命令を行った場合にあっては，命令の内容，年月日及び履行期限 

⑻ 指定の取消しを行った場合にあっては，取消しを行った年月日 

⑼ 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては，その内容及び期間 

⑽ その他必要と認められる事項 

 

第３節 指定事業者による事業の基準 

 （訪問介護型サービスの基準） 

第 15条 省令第 140条の 63の６の市町村が定める基準のうち訪問介護型サービスに係るもの（次項

において「訪問介護型サービスの基準」という。）については，省令第 140条の 63の６第１号に規

定する厚生労働大臣が定める基準（令和 6年 3月 15日厚生労働省告示第 84 号。以下「指定相当サ

ービス等基準」という。第１章、第２章（第 23条及び第 38条第２項第２号を除く。）及び第６章に

限る。）に規定する基準（同告示の改正に際し定められた経過措置に規定する基準を含む。）とす

る。 

２ 前項に規定するもののほか，訪問介護型サービスの基準は，次のとおりとする。 

⑴ 訪問介護型サービスの事業を行う指定事業者は，当該指定に係る訪問介護型サービスの事業所

ごとに，別表第２に規定する事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければ

ならない。 

⑵ 訪問介護型サービスの事業を行う指定事業者は，利用者に対して提供した具体的な訪問介護型

サービスの内容等の記録を整備し，その完結の日から５年間保存しなければならない。 

⑶ 訪問介護型サービスの事業を行う指定事業者は，利用者に対する訪問介護型サービスの提供に

関する次に掲げる記録を，その整備の完結の日から５年間保存しなければならない。 

ア 従業者に関する諸記録のうち，その勤務状況に関する記録 

イ 会計に関する諸記録のうち，介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する

省令（平成 12年厚生省令第 20号）第１条第３項に規定する審査支払機関に対する第１号事業

支給費の請求に係る記録 

 （生活支援訪問型サービスの基準） 

第 16条 省令第 140条の 63の６第１項の市町村が定める基準のうち生活支援訪問型サービスに係る

もの（次項及び第３項において「生活支援訪問型サービスの基準」という。）については，次項及び

第３項に定めるもののほか，指定相当サービス等基準（第１章、第２章（第３条から第５条，第７

条，第 10条，第 22条，第 23条，第 24条，第 39条から第 41条を除く。）及び第６章に限る。）に

規定する基準（同告示の改正に際し定められた経過措置に規定する基準を含む。）の例による。 

２ 生活支援訪問型サービスの基準は，次のとおりとする。 

⑴ 生活支援訪問型サービスは，その利用者が可能な限りその居宅において，自立した日常生活を

営むことができるよう，日常的な生活で支障となっている行為を支援することで，利用者の生活

機能の維持又は向上を図り，その利用者の社会参加を促すことを目指すものでなければならな

い。 

⑵ 生活支援訪問型サービスの事業を行う指定事業者が当該事業を提供する事業所ごとに置くべき
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従業者の職種及び員数は，次のとおりとする。 

ア 管理者 １ 

イ 訪問事業責任者 訪問支援員の中から１以上 

ウ 訪問支援員（介護福祉士，政令第３条で規定する者，社会福祉士，精神保健福祉士，介護支

援専門員，旧ホームヘルパー３級(介護職員養成研修修了者又は市長が別に定める一定の研修を

修了した者等をいう。以下同じ。） 常勤換算方法で，2.5以上を標準として必要と認められる

数 

⑶ 前号アに規定する管理者は，事業所ごとに専らその職務に従事しなければならない。ただし，

当該事業所の管理上支障がない場合は，当該事業所の他の職務に従事し，又は他の事業所，施設

等の職務に従事することができるものとする。 

⑷ 第２号イに規定する訪問事業責任者は，他の業務に支障がない場合は，第２号アで規定する管

理者又は同一の事業所において一体的に運営されている指定訪問介護事業所又は訪問介護型サー

ビスに係る事業所に配置するサービス提供責任者と兼務することができるものとする。 

⑸ 第２号ウの規定にかかわらず，指定生活支援訪問型サービス事業者が身体介護を行う場合の訪

問支援員は，介護福祉士又は政令第３条に規定する者とする。 

⑹ 生活支援訪問型サービスの事業を行う指定事業者が，指定訪問介護事業者又は訪問介護型サー

ビスの事業を行う指定事業者の指定を併せて受け，かつ，生活支援訪問型サービスと指定訪問介

護の事業又は訪問介護型サービスの事業とが，同一の事業所において一体的に運営されている場

合においては，それぞれ，仙台市介護保険条例（平成 12年仙台市条例第４号。以下「条例」とい

う。）第２条の３第１項に規定する指定居宅サービス等の事業の基準（指定訪問介護の事業の人員

に関するものに限る。）又は前条第１項に規定する訪問介護型サービスの基準（人員に関するもの

に限る。）を満たすことをもって，第２号から前号までに規定する基準を満たしているものとみな

すことができる。 

⑺ 生活支援訪問型サービスは，利用者の自立及び社会参加を促すことを目的とし，利用者の心身

機能及び生活機能の維持向上に資するよう，その目標を設定し，計画的に行わなければならな

い。 

⑻ 生活支援訪問型サービスの事業を行う指定事業者は，自らその提供する生活支援訪問型サービ

スの質の評価を行い，常にその改善を図らなければならない。 

⑼ 生活支援訪問型サービスの事業を行う指定事業者が行う生活支援訪問型サービスの方針は，次

に掲げるところによるものとする。 

ア 生活支援訪問型サービスの提供に当たっては，生活支援訪問型サービスの提供を開始するま

でに，利用者又はその家族に対し，運営規程及びその他利用申込者のサービスの選択に資する

と認められる事項を記した文書を交付して理解しやすいように説明を行い，当該生活支援訪問

型サービスの提供について利用申込者の同意を得なければならない。 

イ 生活支援訪問型サービスの提供に当たっては，常に利用者の心身の状況を的確に把握しつ

つ，次号に規定する個別サービス計画に基づき，利用者の自立及び社会参加を促すために必要

な支援を行わなければならない。 

ウ 生活支援訪問型サービスの提供に当たっては，介護技術の進歩に対応し，適切な介護技術を

もってサービスの提供を行うよう努めなければならない。 

⑽ 生活支援訪問型サービスに係る事業所の管理者は，利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏

まえて，生活支援訪問型サービスの目標，当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等
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を記載した個別サービス計画を作成するものとする。 

⑾ 個別サービス計画は，既に介護予防サービス計画が作成されている場合は，当該計画の内容に

沿って作成しなければならない。 

⑿ 生活支援訪問型サービスに係る事業所の管理者は，個別サービス計画の作成に当たっては，そ

の内容について利用者又はその家族に対して説明したうえで，利用者の同意を得るとともに，当

該個別サービス計画を利用者に交付しなければならない。 

⒀ 生活支援訪問型サービスの事業を行う指定事業者が，指定訪問介護事業者又は訪問介護型サー

ビスの事業を行う指定事業者の指定を併せて受け，かつ，生活支援訪問型サービスと指定訪問介

護の事業又は訪問介護型サービスとが，同一の事業所において一体的に運営されている場合にお

いては，第 10号の規定にかかわらず，指定訪問介護の事業又は訪問介護型サービスの事業におけ

るサービス提供責任者が個別サービス計画を作成することができる。 

⒁ 生活支援訪問型サービスの提供に当たっては，当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を

保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以

下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。 

⒂ 前号の身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際の利用者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

(16) 生活支援訪問型サービス事業所の管理者は，第 10号及び第 12号に規定する業務のほか，次に

掲げる業務を行うものとする。 

ア 当該生活支援訪問型サービスに係る事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うこと。 

イ 当該生活支援訪問型サービスに係る事業所の従業者にこの要綱の規定を遵守させるため必要

な指揮命令を行うこと。 

ウ 生活支援訪問型サービスの利用の申込みに係る調整をすること。 

エ 当該生活支援訪問型サービスに係る事業所の従業者に対する研修，技術指導等を実施するこ

と。 

オ 介護予防ケアマネジメントを行う指定事業者又は受託者その他関係者と定期的に連携を図る

こと。 

カ 介護予防ケアマネジメントを行う指定事業者又は受託者に対し，生活支援訪問型サービスの

提供に当たり把握した利用者の服薬状況，口腔機能その他の利用者の心身の状態及び生活の状

況に係る必要な情報の提供を行うこと 

キ その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。 

(17) 訪問事業責任者は，次の各号に掲げる業務を行うものとする。 

 ア 利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し，管理者に報告すること。 

 イ 訪問支援員に対し，具体的な援助目標及び援助内容を指示するとともに，利用者の状況につ

いての情報を伝達すること。 

 ウ 訪問支援員の業務の実施状況を把握し，管理者に報告すること。 

 エ その他サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。 

３ 第 15条第２項の規定は，生活支援訪問型サービスの基準について準用する。この場合において，

必要な技術的読替えは，別表第３に定める。 

 （通所介護型サービスの基準） 

第 17条 省令第 140条の 63の６の市町村が定める基準のうち通所介護型サービスに係るもの（次項

において「通所介護型サービスの基準」という。）については，次項に定めるもののほか，指定相当
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サービス等基準（第１章、第２章（第 7条から第 15条（第 61条において準用する場合に限る。），

第 17条（第 61条において準用する場合に限る。），第 20条（第 61条において準用する場合に限

る。），第 21条（第 61条において準用する場合に限る。），第 26条（第 61条において準用する場合

に限る。），第 28条から第 32条（第 61条において準用する場合に限る。），第 36条（第 61条におい

て準用する場合に限る。）及び第 37条（第 61条において準用する場合に限る。）に限る。），第４章

（第 53条及び第 60条第２項第２号を除く。）及び第６章に限る。）に規定する基準（同告示の改正

に際し定められた経過措置に規定する基準を含む。）とする。 

２ 前項に規定するもののほか，通所介護型サービスの基準については，第 15条第２項の規定を準用

する。この場合において，必要な技術的読替えは，別表第３に定める。 

 （生活支援通所型サービスの基準） 

第 18条 省令第 140条の 63の６第１項の市町村が定める基準のうち生活支援通所型サービスに係る

もの（以下「生活支援通所型サービスの基準」という。）については，次項及び第３項に定めるもの

のほか，指定相当サービス等基準（第１章、第２章（第８条（第 61条において準用する場合に限

る。），第９条（第 61条において準用する場合に限る。），第 11条から第 15条（第 61条において準

用する場合に限る。），第 17条（第 61条において準用する場合に限る。），第 20条（第 61条におい

て準用する場合に限る。），第 21条（第 61条において準用する場合に限る。），第 26条（第 61条に

おいて準用する場合に限る。），第 28条から第 32条（第 61条において準用する場合に限る。），第 36

条（第 61条において準用する場合に限る。）及び第 37条（第 61条において準用する場合に限る。）

までに限る。），第４章（第 51条，第 54条から第 59条まで，第 60条（第２項第２号を除く。）及び

第 61条までに限る。）及び第６章に限る。）に規定する基準（同告示の改正に際し定められた経過措

置に規定する基準を含む。）の例による。 

２ 生活支援通所型サービスの基準は，次のとおりとする。 

 ⑴ 生活支援通所型サービスは，その利用者が可能な限りその居宅において，自立した日常生活を

営むことができるよう，地域における「通いの場」を提供することで，その利用者の社会参加や

機能訓練など多様なサービスを提供し，利用者の心身機能の維持回復を図ることを目指すもので

なければならない。 

⑵ 生活支援通所型サービスの事業を行う指定事業者が当該事業を提供する事業所ごとに置くべき

従業者の職種及び員数は，次のとおりとする。 

ア 管理者 １ 

イ 支援員 生活支援通所型サービスの単位ごとに，当該生活支援通所型サービスを提供してい

る時間帯に支援員が勤務している時間数の合計数を当該生活支援通所型サービスを提供してい

る時間数で除して得た数が利用者の数が 15人までの場合にあっては１以上，15人を超える場合

にあっては 15人を超える部分の数を５で除して得た数に１を加えた数以上確保されるために必

要と認められる数 

ウ 機能訓練指導員 生活支援通所型サービスの事業を行う指定事業者が当該生活支援通所型サ

ービスを適切に行うために必要と認められる数 

エ その他従業者（生活支援通所型サービスの事業を行う指定事業者が当該生活支援通所型サー

ビスを適切に行うために必要と認められる職種で，生活相談員，看護職員等をいう。） 生活支

援通所型サービスの事業を行う指定事業者が当該生活支援通所型サービスを適切に行うために

必要と認められる数 

⑶ 前号アに規定する管理者は，事業所ごとに専らその職務に従事しなければならない。ただし，



 10 / 42 

当該事業所の管理上支障がない場合は，当該事業所の他の職務に従事し，又は他の事業所，施設

等の職務に従事することができるものとする。 

⑷ 生活支援通所型サービスの事業を行う指定事業者は，生活支援通所型サービスの単位ごとに，

第２号イの支援員を常時１人以上当該生活支援通所型サービスに従事させなければならない。  

⑸ 第２号イの規定にかかわらず，支援員は，利用者の処遇に支障がない場合は，他の生活支援通

所型サービスの単位の支援員として従事することができるものとする。 

⑹ 第２号から第５号までの生活支援通所型サービスの単位は，生活支援通所型サービスであって

その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。 

⑺ 第２号ウの機能訓練指導員は，日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を

行う能力を有する者として別表第４に規定する資格を有する者とし，当該生活支援通所型サービ

スに係る事業所の他の職務に従事することができるものとする。 

⑻ 生活支援通所型サービスの事業を行う指定事業者が，指定通所介護事業者，指定地域密着型通

所介護事業者又は通所介護型サービスの事業を行う指定事業者の指定を併せて受け，かつ，生活

支援通所型サービスと通所介護の事業，地域密着型通所介護の事業又は通所介護型サービスの事

業とが，同一の事業所において一体的に運営されている場合においては，それぞれ，条例第２条

の３第１項に規定する指定居宅サービス等の事業の基準（指定通所介護の事業の人員に関するも

のに限る。），条例第２条の６第１項に規定する指定地域密着型サービスの事業の基準（指定地域

密着型通所介護の事業の人員に関するものに限る。）又は前条第１項に規定する通所介護型サービ

スの基準（人員に関するものに限る。）を満たすことをもって，第２号から前号までに規定する基

準を満たしているものとみなすことができる。 

⑼ 生活支援通所型サービスに係る事業所は，生活支援通所型サービスを提供するために必要な場

所のほか，消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに当該事業の提供に必要なその他

の設備及び備品等を備えなければならない。 

⑽ 前号の生活支援通所型サービスを提供するために必要な場所の面積については，2.5平方メート

ルに利用定員（当該生活支援通所型サービスに係る事業所において同時に生活支援通所型サービ

スの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下同じ。）を乗じて得た面積以上を基

本とする。ただし，専門的な機能訓練を提供する場合は，3.0平方メートルに利用定員を乗じて得

た面積以上を備えるものとする。 

⑾ 生活支援通所型サービスの事業を行う指定事業者が，指定通所介護事業者，指定地域密着型通

所介護事業者又は通所介護型サービスの事業を行う指定事業者に係る指定事業者の指定を併せて

受け，かつ，生活支援通所型サービスと指定通所介護の事業，指定地域密着型通所介護の事業又

は生活支援通所型サービスの事業とが，同一の事業所において一体的に運営されている場合にお

いては，それぞれ，条例第２条の３第１項に規定する指定居宅サービス等の事業の基準（指定通

所介護の事業の設備に関するものに限る。），条例第２条の６第１項に規定する指定地域密着型サ

ービスの事業の基準（指定地域密着型通所介護の事業の設備に関するものに限る。）又は前条第１

項に規定する通所介護型サービスの基準（設備に関するものに限る。）基準を満たすことをもっ

て，第９号及び前号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

⑿ 生活支援通所型サービスの事業を行う指定事業者は，生活支援通所型サービスに通常要する時

間を超える生活支援通所型サービスであって利用者の選定に係るものの提供に伴い必要となる費

用の範囲内において，通常の生活支援通所型サービスに係る生活支援通所型サービス費の額（別

表第５に規定する１単位の単価に別表第９に規定する単位数を乗じて得た額をいう。）を超える費
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用の額の支払を利用者から受けることができる。 

⒀ 生活支援通所型サービスは，利用者の自立及び社会参加を促すことを目的とし，心身機能及び

生活機能の維持向上に資するよう，その目標を設定し，計画的に行わなければならない。 

⒁ 生活支援通所型サービスの事業を行う指定事業者は，自らその提供する生活支援通所型サービ

スの質の評価を行い，常にその改善を図らなければならない。 

⒂ 生活支援通所型サービスの事業を行う指定事業者が行う生活支援通所型サービスの方針は，次

に掲げるところによるものとする。  

ア 生活支援通所型サービスの提供に当たっては，生活支援通所型サービスの提供を開始するま

でに，利用者又はその家族に対し，運営規程及びその他利用申込者のサービスの選択に資する

と認められる事項を記した文書を交付して理解しやすいように説明を行い，当該生活支援通所

型サービスの提供について利用申込者の同意を得なければならない。 

イ 生活支援通所型サービスの提供に当たっては，常に利用者の心身の状況を的確に把握し，次

号に規定する個別サービス計画が作成された場合には，当該計画に基づき，利用者の自立及び

社会参加を促すために必要な支援を行わなければならない。 

ウ 生活支援通所型サービスの提供に当たっては，介護技術の進歩に対応し，適切な介護技術を

もってサービスの提供を行うよう努めなければならない。 

⒃ 生活支援通所型サービスに係る事業所の管理者は，必要に応じて，利用者の日常生活全般の状

況及び希望を踏まえて，生活支援通所型サービスの目標，当該目標を達成するための具体的なサ

ービスの内容等を記載した個別サービス計画を作成するものとする。 

⒄ 個別サービス計画は，既に介護予防サービス計画が作成されている場合は，当該計画の内容に

沿って作成しなければならない。 

⒅ 生活支援通所型サービスに係る事業所の管理者は，個別サービス計画の作成に当たっては，そ

の内容について利用者又はその家族に対して説明したうえで，利用者の同意を得るとともに，当

該個別サービス計画を利用者に交付しなければならない。 

⒆ 生活支援通所型サービスに係る事業所の管理者は，それぞれの利用者に係る個別サービス計画

が作成されている場合においては，当該個別サービス計画に従ったサービスの実施状況及び目標

の達成状況を記録しなければならない。 

⒇ 生活支援通所型サービスの提供に当たっては，当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を

保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為（以

下「身体的拘束等」という。）を行ってはならない。 

(21) 前号の身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，その際の利用者の心身の状況並びに

緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 

(22) 生活支援通所型サービスに係る事業所の管理者は，第 16号，第 18号及び第 19号に掲げるもの

のほか，次に掲げる業務を行うものとする。 

ア 当該生活支援通所型サービスに係る事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うこと 

イ 当該生活支援通所型サービスに係る事業所の従業者にこの要綱の規定を遵守させるため必要

な指揮命令を行うこと 

ウ 介護予防ケアマネジメントを行う指定事業者又は受託者その他関係者と定期的に連携を図る

こと 

３ 第 15条第２項の規定は，生活支援通所型サービスの基準について準用する。この場合において，

必要な技術的読替えは，別表第３に定める。 
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 （従来型のケアマネジメントの基準） 

第 19条 省令第 140条の 63の６第１項の市町村が定める基準のうち従来型のケアマネジメントに係

るもの（次項において「従来型のケアマネジメントの基準」という。）については，指定介護予防支

援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準（平成 18年厚生労働省令第 37号。次条第１項において「現行指定介護予防支援等基

準」という。第１章から第４章まで（第 28条第２項第１号及び第２号を除く。）に限る。）に規定す

る基準（同令の改正に際し定められた経過措置に規定する基準を含む。）の例による。 

２ 前項に規定するもののほか，従来型の介護予防ケアマネジメントの基準については，第 15条第２

項の規定を準用する。この場合において，必要な技術的読替えは，別表第３に定める。 

 （初回型のケアマネジメントの基準） 

第 20条 省令第 140条の 63の６第１項の市町村が定める基準のうち初回型のケアマネジメントに係

るもの（次項及び第３項において「初回型のケアマネジメントの基準」という。）については，次項

及び第３項に定めるもののほか，現行指定介護予防支援等基準（第１章から第４章まで（第 28条第

２項第１号及び第２号並びに第 30条第８号，第９号，第 12号から第 14号まで及び第 15号から第

26 号までを除く。）に限る。）に規定する基準（同令の改正に際し定められた経過措置に規定する基

準を含む。）の例による。 

２ 初回型のケアマネジメントの事業の担当職員は，利用者の希望及び利用者についてのアセスメン

トの結果を踏まえた具体的な目標，本人，自発的な活動によるサービスを提供する者等が目標を達

成するために行うべき支援内容を記載した介護予防ケアマネジメント計画の原案を作成しなければ

ならない。 

３ 第 15条第２項の規定は，初回型のケアマネジメントの基準について準用する。この場合におい

て，必要な技術的読替えは，別表第３に定める。 

 （事業の基準の解釈及び運用） 

第 21条 第 15条第１項，第 16条第１項，第 17条第１項，第 18条第１項，第 19条第１項及び前条

第１項に規定する事業の基準の解釈及び運用に当たっては，国が示す又は示していたこれらの規定

に規定する省令（次項及び第３項において「基準省令」という。）に規定する基準の解釈及び運用に

基づいて行うものとする。 

２ 第 15条第２項第２号及び第３号（第 16条第３項，第 17条第２項，第 18 条第３項，第 19条第２

項及び前条第３項において読み替えて準用する場合を含む。），第 16条第２項第 10号，第 11号及び

第 13号，第 18条第２項第 16号，第 17号及び第 19号並びに前条第２項の規定による記録の作成及

び保存その他これらに類するもの（以下この項において「記録の作成等」という。）について電磁的

記録（電子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる

記録であって，電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。）

により行う場合におけるこれらの規定の解釈及び運用に当たっては，基準省令の規定において書面

（書面，書類，文書，謄本，抄本，正本，副本，複本その他文字，図形等人の知覚によって認識す

ることができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。）で行うこと

が規定され，又は想定されている記録の作成等について書面に代えて，当該書面に係る電磁的記録

により行うことができることとする基準に関し国が示す解釈及び運用に準じて行うものとする。 

３ 第 16条第２項第９号ア及び第 12号並びに第 18 条第２項第 15号ア及び第 18号の規定による交

付，説明，同意，承諾，締結その他これらに類するもの（以下この項において「交付等」という。）

について電磁的方法（電子的方法，磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない
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方法をいう。以下この項において同じ。）により行う場合におけるこれらの規定の解釈及び運用に当

たっては，基準省令の規定において書面で行うことが規定され，又は想定されている交付等につい

て当該交付等の相手方の承諾を得て書面に代えて電磁的方法によることができることとする基準に

関し国が示す解釈及び運用に準じて行うものとする。 

 

第４章 介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の算定 

 

（第１号事業支給費の額） 

第 22条 第１号事業支給費の額は，次の各号に掲げる事業の区分に応じ，当該各号に定める額とす

る。 

 ⑴ 訪問介護型サービス 別表第５に規定する１単位の単価に別表第６に規定する単位数を乗じて

得た額の 100分の 90 に相当する額 

 ⑵ 生活支援訪問型サービス 別表第５に規定する１単位の単価に別表第７に規定する単位数を乗

じて得た額の 100分の 90に相当する額 

 ⑶ 通所介護型サービス 別表第５に規定する１単位の単価に別表第８に規定する単位数を乗じて

得た額の 100分の 90 に相当する額 

 ⑷ 生活支援通所型サービス 別表第５に規定する１単位の単価に別表第９に規定する単位数を乗

じて得た額の 100分の 90に相当する額 

 ⑸ 介護予防ケアマネジメント（居宅要支援被保険者に係るものに限る。） 別表第５に規定する１

単位の単価に別表第 10に規定する単位数を乗じて得た額の 100分の 100 に相当する額 

（第１号事業支給費算定に係る体制等に関する届出） 

第 23条 指定事業者は，第１号事業支給費算定に係る体制等に関する届出について，介護予防・日常

生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表及び介護給付費算定に係る体制等に係る届出書に

より市長に届け出なければならない。 

２ 前項の規定は，第１号事業支給費算定に係る体制等に関する事項を変更する場合について準用す

る。 

 （第１号事業支給費の額の特例） 

第 24条 市長が，省令第 97条第１項に規定する特別の事情があることにより，第１号事業に必要な

費用を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者等が受ける第 22条第１号から第４号

までに掲げる第一号事業支給費の支給についてこれらの規定を適用する場合においては，これらの

規定中「100分の 90」とあるのは「仙台市介護保険条例施行規則（平成 12年仙台市規則第 55号）

別表第１に定める割合」とする。 

２ 前項の規定の適用については，仙台市介護保険条例施行規則第 12条の規定の例による。 

３ 市長は，居宅要支援被保険者等が第１号事業の利用に当たり負担する額等（第１号事業を利用する

居宅要支援被保険者等に係る法第 61条第１項に規定する額に相当する額及び法第 61条の２第１項に

規定する合計額に相当する額をいう。）が著しく高額であると認めるときは，当該居宅要支援被保険

者等に対し，高額介護予防サービス費相当事業又は高額医療合算介護予防サービス費相当事業により，

高額第１号事業支給費又は高額医療合算第１号事業支給費を支給する。 

４ 高額第１号事業支給費又は高額医療合算第１号事業支給費の支給に関しては，法第 61条第 1項の

高額介護予防サービス費又は法第 61条の２第１項の高額医療合算介護予防サービス費の支給の例に

よる。 
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第５章 雑則 

 

（その他） 

第 25条 この要綱の実施に関し必要な事項は，健康福祉局長が別に定める。 

 

附 則 

 （実施期日） 

１ この要綱は，令和３年４月１日から実施する。 

 （仙台市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱等の廃止） 

２ 次に掲げる要綱は，廃止する。 

 ⑴ 仙台市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱（平成 28年 11月 14 日健康福祉局長決裁） 

 ⑵ 仙台市介護予防・日常生活支援総合事業における訪問介護型サービス事業者，通所介護型サー

ビス事業者，生活支援訪問型サービス事業者及び生活支援通所型サービス事業者の指定等に関す

る要綱（平成 28年 11月 14日健康福祉局長決裁） 

 ⑶ 仙台市介護予防・日常生活支援総合事業における訪問介護型サービス，通所介護型サービス，

生活支援訪問型サービス及び生活支援通所型サービスに要する費用の額の算定に関する要綱（平

成 28年 11月 14日健康福祉局長決裁） 

 ⑷ 仙台市介護予防ケアマネジメント実施要綱（平成 29年３月 31日健康福祉局長決裁） 

附 則（令和３年５月 20 日改正） 

（実施期日） 

１ この改正は，令和３年５月 20日から実施する。 

（経過措置） 

２ この改正の実施の日前に改正前の様式第５号によりなされた届出については，改正後の様式第５号

によりなされた届出とみなす。 

３ この改正の実施の際，現にある改正前の様式第５号による用紙については，当分の間，これを取り

繕って使用することができる。 

附 則（令和３年 12 月 27日改正） 

（実施期日） 

１ この改正は，令和３年 12月 27日から実施する。 

附 則（令和４年８月１日改正） 

（実施期日） 

１ この改正は，令和４年８月１日から実施する。 

ただし，次の各項に掲げる規定は，それぞれに定める日から実施する。 

（別表第６第 22条第１号関係 Ｉ介護職員等ベースアップ等支援加算） 

２ この加算は，令和４年 10月１日から算定する。 

（別表第７第 22条第２号関係 Ｉ介護職員等ベースアップ等支援加算） 

３ この加算は，令和４年 10月１日から算定する。 

（別表第８第 22条第３号関係 Ｑ介護職員等ベースアップ等支援加算） 

４ この加算は，令和４年 10月１日から算定する。 

（別表第９第 18条第２項第 12号及び第 22条第４号関係 Ｏ介護職員等ベースアップ等支援加算） 



 15 / 42 

５ この加算は，令和４年 10月１日から算定する。 

附 則（令和５年４月１日改正） 

（実施期日） 

１ この改正は，令和５年４月１日から実施する。 

附 則（令和６年２月１日改正） 

（実施期日） 

１ この改正は，令和６年２月１日から実施する。 

２ この要綱の実施後に改正前の仙台市介護予防・日常生活支援総合事業の実施，当該事業を行う指定

事業者の指定等及び当該事業に要する費用の額の算定に関する要綱の規定により申請者又は指定事

業者から行われた申請，届出でこの要綱中これに相当する規定があるものは，当該相当する規定によ

り行われたものとみなす。  

附 則（令和６年４月１日改正） 

（実施期日） 

１ この改正は，令和６年４月１日から実施する。ただし，別表 6A 注３,別表 7A 注９,別表 10 注 3 は

令和 7 年 4 月 1 日から適用する。別表 8A注４,別表 9A 注 8,は感染症の予防及びまん延の防止のため

の指針の整備及び非常災害に関する具体的計画策定を行っている場合には,令和 7年 3月 31日までの

間適用しない。 

２ この改正の実施の日前に改正前の様式第 1 号によりなされた届出については,改正後の様式第５号

によりなされた届出とみなす。 

附 則（令和６年４月１日改正） 

（実施期日） 

１ この改正は，令和６年６月１日から実施する。 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正は，令和７年４月１日から実施する。 

附 則（令和８年５月28日改正） 

（実施期日） 

１ この改正は，令和８年６月１日から実施する。ただし，附則第３項及び附則第４項の規定は，同年５月

28 日から実施する。 

 （経過措置）  

２ 改正後の別表第５から別表第 10 までの規定（次項において「新要綱の規定」という。）は，令和８年６

月分の介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用から適用し，同年５月分までの介護予防・日常生活

支援総合事業に要する費用については，なお従前の例による。 

３ 新要綱の規定に係る介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の算定のため必要な手続その他

の行為（次項において「手続等」という。）は，この改正の実施の日前においても行うことができる。 

４ 前項の規定は，同項の規定の実施の日前に行われた手続等についても適用する。  
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別表第１（第 7条第２項第 9号，同条第８項関係） 

指定事業者の指定をしてはならない場合 

⑴ 法第 115条の 45の５第２項に該当するとき 

⑵ 法第 70条第２項第４号から第５号の３までに該当するとき 

⑶ 申請者が，法第 77条第１項，第 78条の 10 第１項，第 115条の 35の第６項又は第 115条の

45の９の規定により，指定を取り消され，その取消しの日から起算して５年を経過していない

者（当該取消しの処分に係る行政手続法(平成５年法律第 88号)第 15条の規定による通知があ

った日前 60日以内に法人の役員等（いかなる名称を有する者であるかを問わず，法人に対して

業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有すると認

められる者のほか，事業所を管理する者その他の政令で定める使用人をいう。）であった者で，

当該取消しの日から起算して５年を経過しないものを含む。）であるとき（ただし，当該指定の

取消しが，指定事業者の指定の取消しのうち当該指定の取消しの処分理由となった事実及び当

該事実の発生を防止するための当該指定事業者による業務管理体制の整備についての取組の状

況その他の当該事実に関して当該指定事業者が有していた責任の程度を考慮して，この号本文

に規定する指定の取消しに該当しないこととすることが相当であると認められるものに該当す

る場合を除く。） 

⑷ 申請者と密接な関係を有する者が，法第 77条第１項，第 78条の 10第１項，第 115条の 35

項第６項又は第 115条の 45の９の規定により指定を取り消され，その取消しの日から起算して

５年を経過していないとき（ただし，当該指定の取消しが，指定事業者の指定の取消しのうち

当該指定の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該指定事

業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該指定事業

者が有していた責任の程度を考慮して，この号本文に規定する指定の取消しに該当しないこと

とすることが相当であると認められるものに該当する場合を除く。） 

⑸ 申請者が，法第 77条第１項，第 78条の 10 第１項，第 115条の 35第６項又は第 115条の 45

の９の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第 15条の規定による通知があった日か

ら当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に法第 75条第２項，第 78条

の５第２項若しくは第 115条の５第２項又はこの要綱第 10条第３項の規定による廃止の届出を

した者（当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。）で，当該届出の日から起算して

５年を経過しないものであるとき 

⑹ 申請者が，当該申請前５年以内に法第 23条に規定する居宅サービス等，第１号訪問事業又は

第１号通所事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき 

⑺ 申請者が，仙台市暴力団排除条例（平成 25年仙台市条例第 29号）第２条第３号に規定する

暴力団員等に該当する者であること 

⑻ 申請者が，仙台市暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団を利することとなる事業運

営を行う者であること 
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別表第２（第 15条第２項第１号（第 16条第３項，第 17条第２項，第 18条第３項，第 19条第２項及

び第 20条第３項において読み替えて準用する場合を含む。）関係） 

事業の運営についての重要事項（運営規程） 

⑴ 事業の目的及び運営の指針 

⑵ 従業者の職種，員数及び職務の内容 

⑶ 営業日及び営業時間 

⑷ サービスの内容及び利用料その他の費用の額 

⑸ 通常の事業の実施地域 

⑹ 利用定員（通所介護型サービス及び生活支援通所型サービスのみ。） 

⑺ 緊急時等における対応方法 

⑻ 個人情報の管理の方法 

⑼ 苦情への対応方法 

⑽ 事故発生の防止策及び事故発生時の対応方法 

⑾ 非常災害対策（通所介護型サービス及び生活支援通所型サービスのみ。） 

⑿ サ―ビス利用に当たっての留意事項（通所介護型サービスのみ。） 

⒀ 虐待の防止のための措置に関する事項 

(14) その他事業の運営に関する重要事項 
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別表第３（第 16条第３項，第 17条第２項，第 18条第３項，第 19条第２項，第 20条第３項関係） 

第 15条第２項の規定の技術的読替え 

準用する規定 読み替えられる字句 読み替える字句 

第 16条第３項 訪問介護型サービスの基準 生活支援訪問型サービスの基準 

訪問介護型サービスの事業を行う指定事

業者 

生活支援訪問型サービスの事業を行う

指定事業者 

訪問介護型サービスの事業所 生活支援訪問型サービスの事業所 

訪問介護型サービスの内容等 生活支援訪問型サービスの内容等 

訪問介護型サービスの提供 生活支援訪問型サービスの提供 

第 17条第２項 訪問介護型サービスの基準 通所介護型サービスの基準 

訪問介護型サービスの事業を行う指定事

業者 

通所介護型サービスの事業を行う指定

事業者 

訪問介護型サービスの事業所 通所介護型サービスの事業所 

訪問介護型サービスの内容等 通所介護型サービスの内容等 

訪問介護型サービスの提供 通所介護型サービスの提供 

第 18条第３項 訪問介護型サービスの基準 生活支援通所型サービスの基準 

訪問介護型サービスの事業を行う指定事

業者 

生活支援通所型サービスの事業を行う

指定事業者 

訪問介護型サービスの事業所 生活支援通所型サービスの事業所 

訪問介護型サービスの内容等 生活支援通所型サービスの内容等 

訪問介護型サービスの提供 生活支援通所型サービスの提供 

第 19条第２項 訪問介護型サービスの基準 従来型のケアマネジメントの基準 

訪問介護型サービスの事業を行う指定事

業者 

従来型のケアマネジメントの事業を行

う指定事業者 

訪問介護型サービスの事業所 従来型のケアマネジメントの事業所 

訪問介護型サービスの内容等 従来型のケアマネジメントの内容等 

利用者に対して提供した具体的な訪問介

護型サービスの内容等の記録 

指定事業者等との連絡調整に関する記

録並びに個々の利用者ごとに，ケアプ

ラン，アセスメントの結果の記録，サ

ービス担当者会議等の記録，評価の結

果の記録及びモニタリングの結果の記

録を記載した介護予防ケアマネジメン

ト台帳 

第 20条第３項 訪問介護型サービスの基準 初回型のケアマネジメントの基準 

訪問介護型サービスの事業を行う指定事

業者 

初回型のケアマネジメントの事業を行

う指定事業者 

訪問介護型サービスの事業所 初回型のケアマネジメントの事業所 

訪問介護型サービスの内容等 初回型のケアマネジメントの内容等 

利用者に対して提供した具体的な訪問介

護型サービスの内容等の記録 

指定事業者等との連絡調整に関する記

録並びに個々の利用者ごとに，ケアプ
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ラン及びアセスメントの結果の記録を

記載した介護予防ケアマネジメント台

帳 
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別表第４（第 18条第２項第７号関係） 

機能訓練指導員に必要な資格 

理学療法士，作業療法士，言語聴覚士，看護職員，柔道整復師，あん摩マッサージ指圧師，はり

師，きゅう師，公益財団法人日本体育協会認定の競技別指導者資格又はフィットネス資格（ジュニ

アスポーツ指導員は除く。），公益財団法人健康・体力づくり事業財団認定の健康運動指導士又は健

康運動実践指導者，ＪＡＴＩ認定のトレーニング指導者，一般社団法人日本スイミングクラブ協会

認定の水泳教師，各種団体が認定するヨガインストラクターその他機能訓練を実施するのに必要と

認められる資格 
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別表第５（第 18条第２項第 12号及び第 22条関係） 

サービス種類ごとの１単位の単価（単位：円） 

訪問介護型サービス 10円に厚生労働大臣が定める一単位の単価（平成 27年厚生労働省告

示第 93 号)第１号の表６級地の項（訪問介護に係る部分に限る。）に

掲げる割合を乗じて得た額 生活支援訪問型サービス 

通所介護型サービス 
10 円に厚生労働大臣が定める一単位の単価第１号の表６級地の項

（通所介護に係る部分に限る。）に掲げる割合を乗じて得た額 
生活支援通所型サービス 

 

   

区分ごとの１単位の単価（単位：円）  

従来型のケアマネジメント 

10 円に厚生労働大臣が定める一単位の単価第１号の表６級地の項

（介護予防支援に係る部分に限る。）に掲げる割合を乗じて得た額 

初回型のケアマネジメント 

初回加算 

委託連携加算 

介護職員等処遇改善加算 
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別表第６（第 22条第１号関係） 

訪問介護型サービス費（単位数表・留意事項） 

Ａ 訪問介護型サービス費 

訪問介護型サービス費（単位数表・留意事項） 

Ａ 訪問介護型サービス費 

⑴ 訪問介護型サービス費（Ⅰ）   １，１７６単位／月 

⑵ 訪問介護型サービス費（Ⅱ）   ２，３４９単位／月 

⑶ 訪問介護型サービス費（Ⅲ）   ３，７２７単位／月 

注１ 利用者に対して，訪問介護型サービス事業所の訪問介護員等が，訪問介護型サービスを行

った場合に，次に掲げる区分に応じ，それぞれ所定単位数を算定する。 

⑴ 訪問介護型サービス費（Ⅰ） 個別サービス計画及びケアプランにおいて１週に１回程度

の訪問介護型サービスが必要とされた者に対して訪問介護型サービスを行った場合 

⑵ 訪問介護型サービス費（Ⅱ） 個別サービス計画及びケアプランにおいて１週に２回程度

の訪問介護型サービスが必要とされた者に対して訪問介護型サービスを行った場合 

⑶ 訪問介護型サービス費（Ⅲ） 個別サービス計画及びケアプランにおいて⑵に掲げる回数

の程度を超える訪問介護型サービスが必要とされた者に対して訪問介護型サービスを行った

場合 

注２ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は，高齢者虐待防止措置未実施減算とし

て，所定単位数の 100分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

注３ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は，業務継続計画未策定減算として，所

定単位数の 100分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

注４ 訪問介護型サービス事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物

若しくは訪問介護型サービス事業所と同一の建物（以下この注において「同一敷地内建物等」

という。）に居住する利用者（訪問介護型サービス事業所における 1 月当たりの利用者が同一

敷地内建物等に 50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。）又は訪問介護型サービス

事業所における１月当たりの利用者が同一の建物に 20 人以上居住する建物（同一敷地内建

物等を除く。）に居住する利用者に対して，訪問介護型サービスを行った場合は，所定単位数

の 100 分の 90 に相当する単位数を算定し，訪問介護型サービス事業所における 1 月当たり

の利用者が同一敷地内建物等に 50 人以上居住する建物に居住する利用者に対して，訪問介

護型サービスを行った場合は，所定単位数の 100 分の 85 に相当する単位数を算定する。た

だし，別に厚生労働大臣が定める基準に該当する訪問介護型サービス事業所が，同一敷地内

建物等に居住する利用者（訪問介護型サービス事業所における 1月あたりの利用者が同一敷

地内建物等に 50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。）に対して，訪問介護型サー

ビスを行った場合は，所定単位数の 100分の 88に相当する単位数を算定する。 

注５ 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは

介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は，訪問介護型サービス費は，算定しない。 

注６ 利用者が一の訪問介護型サービス事業所において訪問介護型サービスを受けている間は，

当該訪問介護型サービス事業所以外の訪問介護型サービス事業所が訪問介護型サービスを行っ

た場合に，訪問介護型サービス費は，算定しない。 

Ｂ 特別地域加算   下記の例により算定された単位数／月 

注 厚生労働大臣が定める地域（平成 24年厚生労働省告示第 120号）に規定する地域（以下「特



 23 / 42 

別地域」という。）に所在し,（訪問介護型サービス事業所(その一部として使用される事務所が

当該地域に所在しない場合は，当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪

問介護員等が訪問介護型サービスを行った場合は，特別地域加算として，所定単位数の 100分

の 15に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

Ｃ 中山間地等における小規模事業所加算   下記の例により算定された単位数／月 

注 厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域（平成 21年厚生労働省告示第 83号）に規定する

地域（以下「中山間地域等」という。）に所在し，かつ，１月当たり実利用者数が５人以下であ

って,市長に対し,厚生労働省老健局長（以下「老健局長」という。）が定める様式による届出を

行った訪問介護型サービス事業所（その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない

場合は，当該事務所を除く。）又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が訪問介護

型サービスを行った場合は，所定単位数の 100 分の 10 に相当する単位数を所定単位数に加算

する。 

Ｄ 中山間地等に居住する者へのサービス提供加算  下記の例により算定された単位数／月 

注 訪問介護型サービス事業所の訪問介護員等が，中山間地域等に居住している利用者に対して，

通常の事業の実施地域（別表第２第５号に規定する通常の事業の実施地域をいう。以下同じ。）

を超えて，訪問介護型サービスを行った場合は，１月につき所定単位数の１００分の５に相当

する単位数を所定単位数に加算する。 

Ｅ 初回加算   ２００単位／月 

注 訪問介護型サービス事業所において，新規に個別サービス計画を作成した利用者に対して，

サービス提供責任者が初回若しくは初回の訪問介護型サービスを行った日の属する月に訪問介

護型サービスを行った場合又は当該訪問介護型サービス事業所のその他の訪問介護員等が初回

若しくは初回の訪問介護型サービスを行った日の属する月に訪問介護型サービスを行った際に

サービス提供責任者が同行した場合は，１月につき所定単位数を加算する。 

Ｆ 生活機能向上連携加算 

⑴ 生活機能向上連携加算（Ⅰ）   １００単位／月 

⑵ 生活機能向上連携加算（Ⅱ）   ２００単位／月 

注１ ⑴について，サービス提供責任者が，指定介護予防訪問リハビリテーション事業所（指定

介護予防サービス等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準（以下「指定介護予防サービス基準」という。）第

79条第１項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。），指定

介護予防通所リハビリテーション事業所（指定介護予防サービス基準第 117条第１項に規定す

る指定介護予防通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。）又はリハビリテーションを

実施している医療提供施設（医療法（昭和 23 年法律第 205号）第１条の２第２項に規定する医

療提供施設をいい，病院にあっては，許可病床数が 200床未満のもの又は当該病院を中心とし

た半径４キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。以下同じ。）の医師，理学療法士，

作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき，生活機能の向上を目的とした個別サービス計画を

作成し，当該個別サービス計画に基づく訪問介護型サービスを行ったときは，初回の当該訪問

介護型サービスが行われた日の属する月に，所定単位数を加算する。 

注２ ⑵について，利用者に対して，指定介護予防訪問リハビリテーション事業所，指定介護予

防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医

師，理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士が，指定介護予防訪問リハビリテーション（指定
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介護予防サービス基準第 78 条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下

同じ。），指定介護予防通所リハビリテーション（指定介護予防サービス基準第 116条に規定す

る指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ。）等の一環として当該利用者の居宅

を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により，当該医師，理学療法士，作業療法士

又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い，かつ，生活機能の向上を目的

とした個別サービス計画を作成した場合であって，当該医師，理学療法士，作業療法士又は言

語聴覚士と連携し，当該個別サービス計画に基づく訪問介護型サービスを行ったときは，初回

の当該訪問介護型サービスが行われた日の属する月以降３月の間，１月につき所定単位数を加

算する。ただし，⑴を算定している場合は，算定しない。 

Ｇ 口腔連携強化加算     50単位／回 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして，市長に対し,老健局長が定める

様式による届出を行った訪問介護型サービス事業所の従業者が，口腔の健康状態の評価を実施

した場合において，利用者の同意を得て，歯科医療機関及び担当職員（指定介護予防支援等の

事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に

関する基準（平成 18年厚生労働省令第 37号）第２条第１項に規定する担当職員をいう。），介

護支援専門員（同条第２項に規定する介護支援専門員をいう。）又は第一号介護予防支援事業

（法第 115条の 45 第１項第１号ニに規定する第一号介護予防支援事業をいう。）に従事する者

に対し，当該評価の結果の情報提供を行ったときは，口腔連携強化加算として，１月に１回に

限り所定単位数を加算する。 

Ｈ 介護職員等処遇改善加算 

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているもの

として,市長に対し,老健局長が定める様式による届出を行った訪問介護型サービス事業所が,

利用者に対し,訪問介護型サービスを行った場合は,当該基準に掲げる区分に従い,次に掲げる

単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にお

いては,次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴  介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ Aから Gまでにより算定した単位数の 1000分の 270に相当

する単位数 

⑵  介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ Aから Gまでにより算定した単位数の 1000分の 287に相当

する単位数 

⑶  介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ Aから Gまでにより算定した単位数の 1000分の 249に相当

する単位数 

⑷  介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ Aから Gまでにより算定した単位数の 1000分の 266に相当

する単位数 

⑸  介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) Aから Gまでにより算定した単位数の 1000分の 207に相当す

る単位数 

⑹  介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) Aから Gまでにより算定した単位数の 1000分の 170に相当す

る単位数 
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 別表第７（第 22条第２号関係） 

生活支援訪問型サービス費（単位数表・留意事項） 

Ａ 生活支援訪問型サービス費 

〔生活援助のみの場合〕 

⑴ 週１回の計画の場合          ９４３単位／月 

⑵ 週２回の計画の場合        １，８８４単位／月 

⑶ 身体介護と併用する場合等       ２３６単位／回 

〔身体介護が伴う場合〕 

⑷ 週１回の計画の場合        １，０６０単位／月 

⑸ 週２回の計画の場合        ２，１１６単位／月 

⑹ 週３回の計画の場合        ３，１７５単位／月 

⑺ 生活援助のみと併用する場合等     ２６５単位／回 

注１ 利用者に対して，訪問支援員等が個別サービス計画及びケアプランに位置付けられた生活

支援訪問型サービスを提供した場合には，計画されたサービス内容や予定回数に応じて，そ

れぞれ上記の所定単位数を算定する。 

注２ 生活支援訪問型サービスは，１回 60分以内でのサービス提供を標準とする。ただし，ここ

に示す提供時間以外でのサービス提供を妨げるものではない。 

注３ 訪問支援員が提供するサービスは，訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について

（「平成 12年３月 17日付老計第 10号」）に規定する範囲に限る。 

注４ 生活援助のみのサービスを利用できるのは，要支援の認定を受けている者及び事業対象者

のうち，他者からの介護や支援が望めないことにより，その者が何らかの支援を得なければ

日常生活を営むことができない状態である場合に限る。 

注５ ⑶の単位数の算定は，当該利用者について計画された予定回数に応じ，⑴又は⑵の単位数

を上限とする。 

注６ ⑺の単位数の算定は，当該利用者について計画された予定回数に応じ，⑷又は⑸又は(6)の

単位数を上限とする。 

注７ ⑶と⑺とを併用する場合の単位数の算定は，当該利用者について計画された予定回数に応

じ，⑷，⑸又は⑹の単位数を上限とする。 

注８ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は，高齢者虐待防止措置未実施減算とし

て，所定単位数の 100分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

注９ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は，業務継続計画未策定減算として，所

定定単位数の 100 分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

注 10 利用者が一の生活支援訪問型サービス事業所において生活支援訪問型サービスを受けて

いる間は，当該生活支援訪問型サービス事業所以外の生活支援訪問型サービス事業所が生活支

援訪問型サービスを行った場合に，生活支援訪問型サービス費は，算定しない。 

注 11 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しく

は介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は，生活支援訪問型サービス費は，算定

しない。 

Ｂ 特別地域加算   下記の例により算定された単位数／月 

注 特別地域に所在する生活支援訪問型サービス事業所(その一部として使用される事務所が当

該地域に所在しない場合は，当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問
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支援員等が生活支援訪問型サービスを行った場合は，特別地域加算として，所定単位数の 100

分の 15に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

Ｃ 中山間地等における小規模事業所加算   下記の例により算定された単位数／月 

注 中山間地域等に所在し，かつ，１月当たり実利用者数が５人以下であって,市長に対し,老健

局長が定める様式による届出を行った生活支援訪問型サービス事業所（その一部として使用さ

れる事務所が当該地域に所在しない場合は，当該事務所を除く。）又はその一部として使用され

る事務所の訪問支援員等が生活支援訪問型サービスを行った場合は，所定単位数の 100分の 10

に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

Ｄ 中山間地等に居住する者へのサービス提供加算  下記の例により算定された単位数／月 

注 生活支援訪問型サービス事業所の訪問支援員等が，中山間地域等に居住している利用者に対

して，通常の事業の実施地域を超えて，生活支援訪問型サービスを行った場合は，所定単位数

の 100分の５に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

Ｅ 初回加算   ２００単位／月 

注 生活支援訪問型サービス事業所において，新規に個別サービス計画を作成した利用者に対し 

て，訪問事業責任者が初回若しくは初回の生活支援訪問型サービスを行った日の属する月に生 

活支援訪問型サービスを行った場合又は当該生活支援訪問型サービス事業所のその他の訪問支 

援員等が初回若しくは初回の生活支援訪問型サービスを行った日の属する月に生活支援訪問型 

サービスを行った際に訪問事業責任者が同行した場合は，１月につき所定単位数を加算する。 

Ｆ 生活機能向上連携加算 

⑴ 生活機能向上連携加算（Ⅰ）   １００単位／月 

⑵ 生活機能向上連携加算（Ⅱ）   ２００単位／月 

注１ ⑴について，サービス提供責任者が，指定介護予防訪問リハビリテーション事業所，指定

介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施

設の医師，理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき，生活機能の向上を目的

とした個別サービス計画を作成し，当該個別サービス計画に基づく生活支援訪問型サービス

を行ったときは，初回の当該生活支援訪問型サービスが行われた日の属する月に，所定単位

数を加算する。 

注２ ⑵について，利用者に対して，指定介護予防訪問リハビリテーション事業所，指定介護予 

防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医

師，理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士が，指定介護予防訪問リハビリテーション，指

定介護予防通所リハビリテーション等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービ

ス提供責任者が同行する等により，当該医師，理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士と利

用者の身体の状況等の評価を共同して行い，かつ，生活機能の向上を目的とした個別サービ

ス計画を作成した場合であって，当該医師，理学療法士，作業療法士又は言語聴覚士と連携

し，当該個別サービス計画に基づく生活支援訪問型サービスを行ったときは，初回の当該生

活支援訪問型サービスが行われた日の属する月以降３月の間，１月につき所定単位数を加算

する。ただし，⑴を算定している場合は，算定しない。 

Ｇ 口腔連携強化加算     50単位／回 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして，市長に対し,老健局長が定める

様式による届出を行った生活支援訪問型サービス事業所の従業者が，口腔の健康状態の評価を

実施した場合において，利用者の同意を得て，歯科医療機関及び担当職員（指定介護予防支援
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等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準（平成 18年厚生労働省令第 37号）第２条第１項に規定する担当職員をいう。），

介護支援専門員（同条第２項に規定する介護支援専門員をいう。）又は第一号介護予防支援事業

（法第 115条の 45 第１項第１号ニに規定する第一号介護予防支援事業をいう。）に従事する者

に対し，当該評価の結果の情報提供を行ったときは，口腔連携強化加算として，１月に１回に

限り所定単位数を加算する。 

Ｈ 介護職員等処遇改善加算 

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているもの

として,市長に対し,老健局長が定める様式による届出を行った生活支援訪問型サービス事業

所が,利用者に対し, 生活支援訪問型サービスを行った場合は,当該基準に掲げる区分に従

い,次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げるいずれかの加算を算定し

ている場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴  介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ Aから Gまでにより算定した単位数の 1000分の 270に相当

する単位数 

⑵  介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ Aから Gまでにより算定した単位数の 1000分の 287に相当

する単位数 

⑶  介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ Aから Gまでにより算定した単位数の 1000分の 249に相当

する単位数 

⑷  介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ Aから Gまでにより算定した単位数の 1000分の 266に相当

する単位数 

⑸  介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) Aから Gまでにより算定した単位数の 1000分の 207に相当す

る単位数 

⑹  介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) Aから Gまでにより算定した単位数の 1000分の 170に相当す

る単位数 

I 事業所等連携加算   １００単位／月 

注 生活支援訪問型サービス事業所が，通所介護型サービス事業所，生活支援通所型サービス事

業所，介護予防サービス事業所，その他インフォーマルサービスを提供する者等と連携し，利

用者の自立支援に資する情報の共有を行っている場合は，１月につき所定単位数を加算する。 

J 軽度化加算   ３００単位 

注 利用者に対して，３月以上の生活支援訪問型サービスを実施し，利用者の認定区分が要支援

２から要支援１に変更となった場合は，新しい認定区分の開始月に限り所定単位数を加算する。

ただし，本加算の対象となった利用者については，本加算を算定した月から１年間について，

本加算の対象としない。 

K 自立化加算   ５００単位 

注 利用者に対して，３月以上の生活支援訪問型サービスを実施し，利用者の認定区分が要支援

１又は２から非該当に変更となり，かつ，一般介護予防事業の利用等を確認した場合は，要支

援非該当となった月に限り所定単位数を加算する。ただし，本加算の対象となった利用者につ

いては，本加算を算定した月から１年間について，本加算の対象としない。 

  



 28 / 42 

別表第８（第 22条第３号関係） 

通所介護型サービス費（単位数表・留意事項） 

Ａ 通所介護型サービス費 

⑴要支援１及びこれに相当する者   １，７９８単位／月 

⑵要支援２及びこれに相当する者   ３，６２１単位／月 

注１ 看護職員（指定相当訪問型サービス等基準第 48条第２号に規定する看護職員をいう。以下

同じ。）又は介護職員の員数を置いているものとして市長に対し老健局長が定める様式によ

る届出を行った通所介護型サービス事業所において，通所介護型サービスを行った場合に，

上記に掲げる区分に応じ，それぞれ所定単位数を算定する。ただし，利用者の数又は看護職

員若しくは介護職員の員数が，運営規定に定める員数より少ない場合は，所定単位数の 100

分の 70に相当する単位数を算定する。 

注２ 利用者が介護予防短期入所生活介護，介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施

設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同

生活介護を受けている間は，通所介護型サービス費は，算定しない。 

注３ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は，高齢者虐待防止措置未実施減算とし

て，所定単位数の 100分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

注４ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は，業務継続計画未策定減算として，所

定単位数の 100分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

注５ 利用者が一の通所介護型サービス事業所において通所介護型サービスを受けている間は，

当該通所介護型サービス事業所以外の通所介護型サービス事業所が通所介護型サービスを行

った場合に，通所介護型サービス費は，算定しない。 

注６ 通所介護型サービス事業所と同一建物に居住する者又は通所介護型サービス事業所と同一

建物から当該通所介護型サービス事業所に通う者に対し，通所介護型サービスを行った場合

は，１月につき次の単位を所定単位数から減算する。ただし，傷病により一時的に送迎が必

要であると認められる利用者，その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められ

る利用者に対して送迎を行った場合は，この限りでない。 

イ 要支援１及びこれに相当する者   ３７６単位 

ロ 要支援２及びこれに相当する者   ７５２単位 

注７ 利用者に対して，その居宅と通所介護型サービス事業所との間の送迎を行わない場合は，

片道につき 47単位（上記 A（1）を算定している場合は 1月につき 376単位を，上記 A（2）

を算定している場合は１月につき 752単位を限度とする。）を所定単位数から減算する。ただ

し，注６を算定している場合は，この限りではない。 

Ｂ 中山間地等に居住する者へのサービス提供加算  下記の例により算定された単位数／月 

注 通所介護型サービス事業所の従業者が，中山間地域等に居住している利用者に対して，通常

の事業の実施地域を越えて，通所介護型サービスを行った場合は，１月につき所定単位数の 100

分の５に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

Ｃ 生活機能向上グループ活動加算   １００単位／月 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に対し,老健局長が定める様式に

よる届出を行い,かつ,利用者の生活機能の向上を目的として共通の課題を有する複数の利用者

からなるグループに対して実施される日常生活上の支援のための活動（以下「生活機能向上グ

ループ活動サービス」という。）を行った場合は，１月につき所定単位数を加算する。ただし，
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この場合において，同月中に利用者に対し，「Ｆ 栄養改善加算」，「Ｇ 口腔機能向上加算」又

は「Ｈ 一体的サービス提供加算」のいずれかを算定している場合は，算定しない。 

イ 生活相談員，看護職員，介護職員，機能訓練指導員その他通所介護型サービス事業所の従

業者が共同して，利用者ごとに生活機能の向上の目標を設定した個別サービス計画を作成し

ていること。 

ロ 個別サービス計画の作成及び実施において利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種

類の生活機能向上グループ活動サービスの項目を準備し，その項目の選択に当たっては，利

用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し，利用者の心身の状況に応じた生活機能向

上グループ活動サービスが適切に提供されていること。 

ハ 利用者に対し，生活機能向上グループ活動サービスを１週につき１回以上行っていること。 

Ｄ 若年性認知症利用者受入加算   ２４０単位／月 

注 受け入れた若年性認知症利用者（政令第２条第６号に規定する初老期における認知症によっ

て要支援者等となった者をいう。以下同じ。）ごとに個別の担当者を定めているものとして市長

に対し,老健局長が定める様式による届出を行った通所介護型サービス事業所において，若年

性認知症利用者に対して通所介護型サービスを行った場合は，１月につき所定単位数を加算す

る。 

Ｅ 栄養アセスメント加算  ５０単位／月 

 注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして,市長に対し,老健局長が定める様式に

よる届出を行った通所介護型サービス事業所において，利用者に対して，管理栄養士が介護職

員等と共同して栄養アセスメント（利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把

握することをいう。以下この注において同じ。）を行った場合は，１月につき所定単位数を加算

する。ただし，当該利用者が栄養改善加算又は一体的サービス提供加算の算定に係る栄養改善

サービスを受ける間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は，算定しない。 

  イ 当該事業所の従事者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置しているこ

と。 

  ロ 利用者ごとに，管理栄養士，看護職員，介護職員，生活相談員その他の職種の者（Ｆの注

において「管理栄養士等」という。）が共同して栄養アセスメントを実施し，当該利用者又は

その家族に対してその結果を説明し，相談等に必要に応じ対応すること。 

  ハ 利用者ごとの栄養状態等の情報を市長に提出し，栄養管理の実施に当たって，当該情報そ

の他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

  ニ 利用者の数が運営規程に定められている利用定員を超えていないこと及び看護職員若しく

は介護職員の員数が，別に厚生労働大臣が定める基準のいずれにも該当しないこと。 

Ｆ 栄養改善加算   ２００単位／月 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に対し,老健局長が定める様式に

よる届出を行い，かつ,低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して，当該利

用者の低栄養状態の改善等を目的として，個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であ

って，利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下この注において「栄

養改善サービス」という。）を行った場合は，１月につき所定単位数を加算する。 

イ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置しているこ

と。 

ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し，管理栄養士等が共同して，利用者ごとの摂食・
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嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。 

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い，必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し，管理栄養士

等が栄養改善サービスを行っているとともに，利用者の栄養状態を定期的に記録していること。 

ニ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。 

ホ 利用者の数が運営規程に定められている利用定員を超えていないこと及び看護職員若しく

は介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準のいずれにも該当しないこと。 

Ｇ 口腔機能向上加算 

 ⑴ 口腔機能向上加算（Ⅰ）  １５０単位／月 

 ⑵ 口腔機能向上加算（Ⅱ）  １６０単位／月 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に対し,老健局長が定める様式に

よる届出を行い，かつ,口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して，

当該利用者の口腔機能の向上を目的として，個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施

又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって，利用者の心身の状態の維持又

は向上に資すると認められるもの（以下この注及びＩにおいて「口腔機能向上サービス」とい

う。）を行った場合は，当該基準に掲げる区分に従い，１月につき上記に掲げる単位数を所定単

位数に加算する。ただし，上記に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては，上記

に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 口腔機能向上加算（Ⅰ） 

  次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

 イ 言語聴覚士，歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置していること。 

 ロ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し，言語聴覚士，歯科衛生士，看護職員，介護職員，

生活相談員その他の職種の者が共同して，利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成して

いること。 

 ハ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士，歯科衛生士又は看護職員が口腔

機能向上サービスを行っているとともに，利用者の口腔機能を定期的に記録していること。 

 ニ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価すること。 

 ホ 厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び看護職員の員数の基準並びに通所介護費等の算

定方法（平成 12年厚生省告示第 27号。以下「通所介護費等算定方法」という。）第 23号に規

定する基準のいずれにも該当しないこと。 

 ⑵ 口腔機能向上加算（Ⅱ） 

   次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

 イ ⑴イからホまでに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

 ロ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し，口腔機能向上サー

ビスの実施に当たって，当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な

情報を活用していること。 

Ｈ 一体的サービス提供加算  480単位／月 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして，市長に対し,老健局長が定める

様式による届出を行った通所介護型サービスが利用者に対し，栄養改善サービス及び口腔機能

向上サービスをいずれも実施した場合に，１月につき所定単位数を加算する。ただし，Ｆ又は

Ｇを算定している場合は，算定しない。 

Ｉ サービス提供体制強化加算 
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⑴ サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

一 要支援１又はこれに相当する者    ８８単位／月 

二 要支援２又はこれに相当する者   １７６単位／月 

⑵ サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

一 要支援１又はこれに相当する者    ７２単位／月 

   二 要支援２又はこれに相当する者   １４４単位／月 

 ⑶ サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 

一 要支援１又はこれに相当する者    ２４単位／月 

   二 要支援２又はこれに相当する者    ４８単位／月 

注 次に掲げるいずれかの基準に適合しているものとして市長に対し,老健局長が定める様式に

よる届出を行った通所介護型サービス事業所が利用者に対し通所介護型サービスを行った場合

は，当該基準に掲げる区分に従い，利用者の認定区分に応じて１月につき上記の所定単位数を

加算する。ただし，上記に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては，上記に掲げ

るその他の加算は算定しない。 

⑴ サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

イ 次のいずれかに適合すること。 

（イ） 通所介護型サービス事業所の介護職員の総数のうち，介護福祉士の占める割合が 100

分の 70以上であること。 

（ロ） 通所介護型サービス事業所の介護職員の総数のうち，勤続年数 10年以上の介護福祉士

の占める割合が 100分の 25以上であること。 

  ロ 通所介護費算定方法第 23号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。 

⑵ サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

イ 通所介護型サービス事業所の介護職員の総数のうち，介護福祉士の占める割合が 100分の 

50 以上であること。 

ロ ⑴ロに該当するものであること。 

⑶ サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 

イ 次のいずれかに適合すること。 

（イ） 通所介護型サービス事業所の介護職員の総数のうち，介護福祉士の占める割合が 100

分の 40以上であること。 

（ロ） 通所介護型サービスを利用者に直接提供する職員の総数のうち，勤続年数７年以上の

者の占める割合が 100分の 30以上であること。 

ロ ⑴ロに該当するものであること。 

Ｊ 生活機能向上連携加算 

 ⑴ 生活機能向上連携加算（Ⅰ）  １００単位／月 

 ⑵ 生活機能向上連携加算（Ⅱ）  ２００単位／月 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に対し,老健局長が定める様式に

よる届出を行った通所介護型サービス事業所において，外部との連携により，利用者の身体の

状況等の評価を行い，かつ，個別機能訓練計画を作成した場合には，当該基準に掲げる区分に

従い，⑴については，利用者の急性憎悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き

３月に１回を限度として，１月につき，⑵については１月につき上記に掲げる単位数を所定単

位数に加算する。ただし，上記に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては，次に
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掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 生活機能向上連携加算（Ⅰ） 

   次のいずれにも適合すること。 

 イ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所，指定介護予防通所リハビリテーション事業所

又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士，作業療法士，言語聴覚士又

は医師（以下この注において「理学療法士等」という。）の助言に基づき，当該事業所の機能訓練

指導員，介護職員，生活相談員その他の職種の者（以下「機能訓練指導員等」という。）が共同し

て利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。 

 ロ 個別機能訓練計画に基づき，利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の

項目を準備し，機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供している

こと。 

 ハ イの評価に基づき，個別機能訓練計画の進捗状況等を３月ごとに１回以上評価し，利用者又

はその家族に対し，機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し，必要に応じて訓

練内容の見直し等を行っていること。 

⑵ 生活機能向上訓練加算（Ⅱ） 

   次のいずれにも適合すること。 

 イ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所，指定介護予防通所リハビリテーション事業所

又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が，当該通所介護型サー

ビス事業所を訪問し，当該事業所の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及

び個別機能訓練計画の作成を行っていること。 

 ロ 個別機能訓練計画に基づき，利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の

項目を準備し，機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供してい

ること。 

 ハ イの評価に基づき，個別機能訓練計画の進捗状況等を３月ごとに１回以上評価し，利用者又

はその家族に対し，機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し，必要に応じて

訓練内容の見直し等を行っていること。 

Ｋ 口腔・栄養スクリーニング加算 

 ⑴ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）  ２０単位／回 

 ⑵ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）   ５単位／回 

注 次に掲げる基準に適合する通所介護型サービス事業所の従業者が，利用開始時及び利用中６

月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場

合に，上記に掲げる区分に応じ，１回につき上記に掲げる単位数を所定単位数に加算する。た

だし，上記に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては，上記に掲げるその他の加

算は算定せず，当該利用者について，当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を

算定している場合にあっては算定しない。 

⑴ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）  

   次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

  イ 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い，当該利用

者の口腔の健康状態に関する情報（当該利用者の口腔の健康状態が低下しているおそれのあ

る場合にあっては，その改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員

に提供していること。 
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  ロ 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い，当該利用者の栄

養状態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合にあっては，低栄養状態の改善に必要

な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。 

  ハ 通所介護費算定方法第 23号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。 

  二 算定日が属する月が，次に掲げる基準のいずれにも該当しないこと。 

  （イ） 「Ｅ 栄養アセスメント加算」を算定している又は当該利用者が「Ｆ 栄養改善加算」

の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善サービスが

終了した日の属する月であること。 

  （ロ） 当該利用者が「Ｇ 口腔機能向上加算」の算定に係る口腔機能向上サービスを受けて

いる間である又は当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月であること。 

⑵ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）  

  イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

  （イ） ⑴イ及びハに掲げる基準に適合すること。 

  （ロ） 算定日が属する月が，「Ｅ 栄養アセスメント加算」を算定している又は当該利用者が

「Ｆ 栄養改善加算」の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該

栄養改善サービスが終了した日の属する月であること。 

  （ハ） 算定日が属する月が，当該利用者が「Ｇ 口腔機能向上加算」の算定に係る口腔機能 

向上サービスを受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月で

はないこと。 

  ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

  （イ） ⑴ロ及びハに掲げる基準に適合すること。 

  （ロ） 算定日が属する月が，「Ｅ 栄養アセスメント加算」を算定していない，かつ，当該利

用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間又は当該栄養改善サ

ービスが終了した日の属する月ではないこと。 

（ハ） 算定日が属する月が，当該利用者が「Ｇ 口腔機能向上加算」の算定に係る口腔機能

向上サービスを受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月で

あること。 

Ｌ 科学的介護推進体制加算  ４０単位／月 

 注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に対し,老健局長が定める様式に

よる届出を行った通所介護型サービス事業所が，利用者に対し通所介護型サービスを行った場

合は，１月につき所定単位数を加算する。 

  イ 利用者ごとのＡＤＬ値（ＡＤＬの評価に基づき測定した値をいう。），栄養状態，口腔機能，

認知症（以下，法第５条の２第１項に規定する認知症をいう。）の状況その他の利用者の心身

の状況等に係る基本的な情報を，厚生労働省に提出していること。 

  ロ 必要に応じて個別サービス計画を見直すなど，通所介護型サービスの提供に当たって，イ

に規定する情報その他通所介護型サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用

していること。 

Ｍ 介護職員等処遇改善加算 

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものと

して,市長に対し,老健局長が定める様式による届出を行った通所介護型サービス事業所(利用

定員が 19 人以上である場合に限る。)が,利用者に対し,通所介護型サービスを行った場合は,
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当該基準に掲げる区分に従い,次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げる

いずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴  介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) イ Aから Lまでにより算定した単位数の 1000分の 111に相

当する単位数 

⑵  介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) ロ Aから Lまでにより算定した単位数の 1000分の 120に相

当する単位数 

⑶  介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ A から L までにより算定した単位数の 1000 分の 109 に相

当する単位数 

⑷  介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ A から L までにより算定した単位数の 1000 分の 118 に相

当する単位数 

⑸  介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) A から L までにより算定した単位数の 1000 分の 99 に相当す

る単位数 

⑹  介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) A から L までにより算定した単位数の 1000 分の 83 に相当す

る単位数 

注２ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものと

して,市長に対し,老健局長が定める様式による届出を行った通所介護型サービス事業所(利用

定員が 19 人未満である場合に限る。)が,利用者に対し,通所介護型サービスを行った場合は,

当該基準に掲げる区分に従い,次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げる

いずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴  介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ A から L までにより算定した単位数の 1000 分の 117 に相

当する単位数 

⑵  介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ A から L までにより算定した単位数の 1000 分の 127 に相

当する単位数 

⑶  介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ A から L までにより算定した単位数の 1000 分の 115 に相

当する単位数 

⑷  介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ A から L までにより算定した単位数の 1000 分の 125 に相

当する単位数 

⑸  介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) Aから Lまでにより算定した単位数の 1000分の 105に相当す

る単位数 

⑹  介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) A から L までにより算定した単位数の 1000 分の 89 に相当す

る単位数 
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別表第９（第 18条第２項第 12号及び第 22条第４号関係） 

生活支援通所型サービス費（単位数表・留意事項） 

Ａ 生活支援通所型サービス費 

〔専門的なサービスを提供しない場合〕 

⑴専門的なサービス以外を利用する場合    １，４４０単位／月 

⑵専門的なサービスと併用する場合等       ３６０単位／回 

〔専門的なサービスを提供する場合〕 

⑶週１回の計画の場合            １，６２０単位／月 

⑷週２回の計画の場合            ３，１８３単位／月 

⑸専門的なサービス以外と併用する場合等    ４０５単位／回 

注１ 利用者に対して，個別サービス計画に位置付けられた生活支援通所型サービスを提供した

場合には，計画されたサービス内容や予定回数に応じて，それぞれ上記の所定単位数を算定す

る。 

注２ 生活支援通所型サービスは，１回２時間以上４時間未満での実施を標準とする。ただし，

ここに示す提供時間以外でのサービス提供を妨げるものではない。 

注３ ⑷の単位数を算定できる利用者は，要支援２及びこれに相当する者とする。 

注４ ⑵の単位数の算定は，⑴の単位数を上限とする。 

注５ ⑸の単位数の算定は，⑶の単位数を上限とする。ただし，要支援２及びこれに相当する者

に係る⑸の単位数の算定は，⑷の単位数を上限とする。 

注６ ⑵と⑸とを併用する場合の単位数の算定は，当該利用者について計画された予定回数に応

じ，⑶又は⑷の単位数を上限とする。 

注７ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は，高齢者虐待防止措置未実施減算とし

て，所定単位数の 100分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

注８ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は，業務継続計画未策定減算として，所

定単位数の 100分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

注９ 利用者が介護予防短期入所生活介護，介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施

設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同

生活介護を受けている間は，生活支援通所型サービス費は，算定しない。 

注 10 利用者が一の生活支援通所型サービス事業所において生活支援通所型サービスを受けて

いる間は，当該生活支援通所型サービス事業所以外の生活支援通所型サービス事業所が生活

支援通所型サービスを行った場合に，生活支援通所型サービス費は，算定しない。 

Ｂ 中山間地等に居住する者へのサービス提供加算  下記の例により算定された単位数／月 

注 生活支援通所型サービス事業所の生活支援通所型サービス従業者が，中山間地域等に居住し

ている利用者に対して，通常の事業の実施地域を越えて，生活支援通所型サービスを行った場

合は，１月につき所定単位数の 100分の５に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

Ｃ 生活機能向上グループ活動加算   １００単位／月 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして,市長に対し,老健局長が定める様式に

よる届出を行い,生活機能向上グループ活動サービスを行った場合は，１月につき所定単位数

を加算する。ただし，この場合において，同月中に利用者に対し，「Ｆ 栄養改善加算」又は「Ｇ 

口腔機能向上加算」のいずれかを算定している場合は，算定しない。 

イ 生活相談員，看護職員，介護職員，機能訓練指導員その他生活支援通所型サービス事業所
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の従業者が共同して，利用者ごとに生活機能の向上の目標を設定した個別サービス計画を作成

していること。 

ロ 個別サービス計画の作成及び実施において利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種

類の生活機能向上グループ活動サービスの項目を準備し，その項目の選択に当たっては，利

用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し，利用者の心身の状況に応じた生活機能向

上グループ活動サービスが適切に提供されていること。 

ハ 利用者に対し，生活機能向上グループ活動サービスを１週につき１回以上行っていること。 

Ｄ 若年性認知症利用者受入加算   ２４０単位／月 

 注 受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別の担当者を定めているものとして市長に対し,老

健局長が定める様式による届出を行った生活支援通所型サービス事業所において，若年性認知

症利用者に対して生活支援通所型サービスを行った場合は，１月につき所定単位数を加算する。 

Ｅ 栄養アセスメント加算  ５０単位／月 

 注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に対し,老健局長が定める様式に

よる届出を行った生活支援通所型サービス事業所において，利用者に対して，管理栄養士が介

護職員等と共同して栄養アセスメント（利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題

を把握することをいう。以下この注において同じ。）を行った場合は，１月につき所定単位数を

加算する。ただし，当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受ける間及び

当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は，算定しない。 

  イ 当該事業所の従事者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置しているこ

と。 

  ロ 利用者ごとに，管理栄養士，看護職員，介護職員，生活相談員その他の職種の者（Ｆの注

において「管理栄養士等」という。）が共同して栄養アセスメントを実施し，当該利用者又は

その家族に対してその結果を説明し，相談等に必要に応じ対応すること。 

  ハ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し，栄養管理の実施に当たって，当該

情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。 

  二 定員超過利用，人員欠如に該当しないこと。 

Ｆ 栄養改善加算   ２００単位／月 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に対し,老健局長が定める様式に

よる届出を行い，かつ,低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して，当該利

用者の低栄養状態の改善等を目的として，個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であ

って，利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下この注において「栄

養改善サービス」という。）を行った場合は，１月につき所定単位数を加算する。 

イ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を１名以上配置しているこ

と。 

ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し，管理栄養士等が共同して，利用者ごとの摂食・

嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。 

ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い，必要に応じて当該利用者の居宅を訪問し，管理栄養士

等が栄養改善サービスを行っているとともに，利用者の栄養状態を定期的に記録しているこ

と。 

ニ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。 

ホ 定員超過利用，人員欠如に該当しないこと。 
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Ｇ 口腔機能向上加算 

 ⑴ 口腔機能向上加算（Ⅰ）  １５０単位／月 

 ⑵ 口腔機能向上加算（Ⅱ）  １６０単位／月 

 注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に対し,老健局長が定める様式に

よる届出を行い,かつ，口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して，

当該利用者の口腔機能の向上を目的として，個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施

又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって，利用者の心身の状態の維持又

は向上に資すると認められるもの（以下この注において「口腔機能向上サービス」という。）を

行った場合は，当該基準に掲げる区分に従い，１月につき上記に掲げる単位数を所定単位数に

加算する。ただし，上記に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては，上記に掲げ

るその他の加算は算定しない。 

⑴ 口腔機能向上加算（Ⅰ） 

   次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

  イ 言語聴覚士，歯科衛生士又は看護職員を１名以上配置していること。 

  ロ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し，言語聴覚士，歯科衛生士，看護職員，介護職員，

生活相談員その他の職種の者が共同して，利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成し

ていること。 

  ハ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士，歯科衛生士又は看護職員が口

腔機能向上サービスを行っているとともに，利用者の口腔機能を定期的に記録していること。 

  ニ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価すること。 

  ホ 定員超過利用，人員欠如に該当しないこと。 

 ⑵ 口腔機能向上加算（Ⅱ） 

   次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

  イ ⑴イからホまでに掲げる基準のいずれにも適合すること。 

  ロ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し，口腔機能向上サ

ービスの実施に当たって，当該情報その他口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必

要な情報を活用していること。 

Ｈ サービス提供体制強化加算 

⑴ サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

一 要支援１又はこれに相当する者    ８８単位／月 

二 要支援２又はこれに相当する者   １７６単位／月 

⑵ サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

一 要支援１又はこれに相当する者    ７２単位／月 

二 要支援２又はこれに相当する者   １４４単位／月 

 ⑶ サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 

一 要支援１又はこれに相当する者    ２４単位／月 

二 要支援２又はこれに相当する者    ４８単位／月 

注 次に掲げるいずれかの基準に適合しているものとして市長に対し,老健局長が定める様式に

よる届出を行った生活支援通所型サービス事業所が利用者に対し生活支援通所型サービスを行

った場合は，当該基準に掲げる区分に従い，利用者の区分に応じて１月につき上記に掲げる所

定単位数を加算する。ただし，上記に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては，
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上記に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

イ 次のいずれかに適合すること。 

（イ） 生活支援通所型サービス事業所の介護職員の総数のうち，介護福祉士の占める割合が

100分の 70 以上であること。 

（ロ） 生活支援通所型サービス事業所の介護職員の総数のうち，勤続年数 10年以上の介護福

祉士の占める割合が 100分の 25以上であること。 

ロ 定員超過利用，人員欠如に該当しないこと。 

⑵ サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 次に掲げる基準に適合すること。 

イ 生活支援通所型サービス事業所の介護職員の総数のうち，介護福祉士の占める割合が 100

分の 50以上であること。 

ロ ⑴ロに該当するものであること。 

⑶ サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 

  イ 次のいずれかに適合すること。 

（イ） 生活支援通所型サービス事業所の介護職員の総数のうち，介護福祉士の占める割合が

100分の 40 以上であること。 

（ロ） 生活支援通所型サービスを利用者に直接提供する職員の総数のうち，勤続年数７年以

上の者の占める割合が 100分の 30以上であること。  

ロ ⑴ロに該当するものであること。 

Ｉ 生活機能向上連携加算 

⑴ 生活機能向上連携加算（Ⅰ）  １００単位／月 

 ⑵ 生活機能向上連携加算（Ⅱ）  ２００単位／月 

注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に対し,老健局長が定める様式に

よる届出を行った生活支援通所型サービス事業所において，外部との連携により，利用者の身

体の状況等の評価を行い，かつ，個別機能訓練計画を作成した場合には，当該基準に掲げる区

分に従い，⑴については，利用者の急性憎悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を

除き３月に１回を限度として，１月につき，⑵については１月につき上記に掲げる単位数を所

定単位数に加算する。ただし，上記に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては，

次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴ 生活機能向上連携加算（Ⅰ） 

   次のいずれにも適合すること。 

  イ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所，指定介護予防通所リハビリテーション事業

所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士，作業療法士，言語聴

覚士又は医師（以下この注において「理学療法士等」という。）の助言に基づき，当該事業所

の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行

っていること。 

  ロ 個別機能訓練計画に基づき，利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練

の項目を準備し，機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供し

ていること。 

  ハ イの評価に基づき，個別機能訓練計画の進捗状況等を３月ごとに１回以上評価し，利用者

又はその家族に対し，機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し，必要に応
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じて訓練内容の見直し等を行っていること。 

⑵ 生活機能向上訓練加算（Ⅱ） 

  次のいずれにも適合すること。 

  イ 指定介護予防訪問リハビリテーション事業所，指定介護予防通所リハビリテーション事業

所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士等が，当該生活支援通

所型サービス事業所を訪問し，当該事業所の機能訓練指導員等が共同して利用者の身体状況

等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。 

  ロ 個別機能訓練計画に基づき，利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練

の項目を準備し，機能訓練指導員等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に提供し

ていること。 

  ハ イの評価に基づき，個別機能訓練計画の進捗状況等を３月ごとに１回以上評価し，利用者

又はその家族に対し，機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し，必要に応

じて訓練内容の見直し等を行っていること。 

Ｊ 口腔・栄養スクリーニング加算 

 ⑴ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）  ２０単位／回 

 ⑵ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）   ５単位／回 

注 次に掲げる基準に適合する生活支援通所型サービス事業所の従業者が，利用開始時及び利用

中６月ごとに利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行っ

た場合に，上記に掲げる区分に応じ，１回につき上記に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

ただし，上記に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては，上記に掲げるその他の

加算は算定せず，当該利用者について，当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算

を算定している場合にあっては算定しない。 

⑴ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ） 

   次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

  イ 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の口腔の健康状態について確認を行い，当該利用

者の口腔の健康状態に関する情報（当該利用者の口腔の健康状態が低下しているおそれのあ

る場合にあっては，その改善に必要な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員

に提供していること。 

  ロ 利用開始時及び利用中６月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い，当該利用者の健

康状態に関する情報（当該利用者が低栄養状態の場合にあっては，低栄養状態の改善に必要

な情報を含む。）を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供していること。 

  ハ 定員超過利用，人員欠如に該当しないこと。 

  二 算定日が属する月が，次に掲げる基準のいずれにも該当しないこと。 

  （イ） 「Ｅ 栄養アセスメント加算」を算定している又は当該利用者が「Ｆ 栄養改善加算」

の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該栄養改善サービスが

終了した日の属する月であること。 

  （ロ） 当該利用者が「Ｇ 口腔機能向上加算」の算定に係る口腔機能向上サービスを受けて

いる間である又は当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月であること。 

⑵ 口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ） 

  イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

  （イ） ⑴イ及びハに掲げる基準に適合すること。 
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  （ロ） 算定日が属する月が，「Ｅ 栄養アセスメント加算」を算定している又は当該利用者が

「Ｆ 栄養改善加算」の算定に係る栄養改善サービスを受けている間である若しくは当該

栄養改善サービスが終了した日の属する月であること。 

 （ハ） 算定日が属する月が，当該利用者が「Ｇ 口腔機能向上加算」の算定に係る口腔機能向

上サービスを受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月ではな

いこと。 

 ロ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 

 （イ） ⑴ロ及びハに掲げる基準に適合すること。 

 （ロ） 算定日が属する月が，「Ｅ 栄養アセスメント加算」を算定していない，かつ，当該利用

者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間又は当該栄養改善サービ

スが終了した日の属する月ではないこと。 

（ハ） 算定日が属する月が，当該利用者が「Ｇ 口腔機能向上加算」の算定に係る口腔機能向

上サービスを受けている間及び当該口腔機能向上サービスが終了した日の属する月である

こと。 

Ｋ 科学的介護推進体制加算  ４０単位／月 

 注 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして市長に対し,老健局長が定める様式に

よる届出を行った生活支援通所型サービス事業所が，利用者に対し生活支援通所型サービスを

行った場合は，１月につき所定単位数を加算する。 

  イ 利用者ごとのＡＤＬ値（ＡＤＬの評価に基づき測定した値をいう。），栄養状態，口腔機能，

認知症の状況その他の利用者の心身の状況等に係る基本的な情報を，厚生労働省に提出して

いること。 

  ロ 必要に応じて個別サービス計画を見直すなど，生活支援通所型サービスの提供に当たって，

イに規定する情報その他生活支援通所型サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情

報を活用していること。 

Ｌ 介護職員等処遇改善加算 

注１ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものと

して,市長に対し,老健局長が定める様式による届出を行った生活支援通所型サービス事業所

(利用定員が 19 人以上である場合に限る。)が,利用者に対し,生活支援通所型サービスを行っ

た場合は,当該基準に掲げる区分に従い,次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,

次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定し

ない。 

⑴  介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ A から K までにより算定した単位数の 1000 分の 111 に相

当する単位数 

⑵  介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ A から K までにより算定した単位数の 1000 分の 120 に相

当する単位数 

⑶  介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ A から K までにより算定した単位数の 1000 分の 109 に相

当する単位数 

⑷  介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ A から K までにより算定した単位数の 1000 分の 118 に相

当する単位数 

⑸  介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) A から K までにより算定した単位数の 1000 分の 99 に相当す

る単位数 
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⑹  介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) A から K までにより算定した単位数の 1000 分の 83 に相当す

る単位数 

注２ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものと

して,市長に対し,老健局長が定める様式による届出を行った通所介護型サービス事業所(利用

定員が 19 人未満である場合に限る。)が,利用者に対し,通所介護型サービスを行った場合は,

当該基準に掲げる区分に従い,次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし,次に掲げる

いずれかの加算を算定している場合においては,次に掲げるその他の加算は算定しない。 

⑴  介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ Aから K までにより算定した単位数の 1000分の 117に相当

する単位数 

⑵  介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ Aから K までにより算定した単位数の 1000分の 127に相当

する単位数 

⑶  介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ Aから K までにより算定した単位数の 1000分の 115に相当

する単位数 

⑷  介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ A から K までにより算定した単位数の 1000 分の 125 に相

当する単位数 

⑸  介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) Aから Kまでにより算定した単位数の 1000分の 105に相当す

る単位数 

⑹  介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) A から K までにより算定した単位数の 1000 分の 89 に相当す

る単位数 

Ｍ 事業所等連携加算   １００単位／月 

注 生活支援通所型サービス事業所が，訪問介護型サービス事業所，生活支援訪問型サービス事

業所，介護予防サービス事業所，その他インフォーマルサービスを提供する者等と連携し，利

用者の自立支援に資する情報の共有を行っている場合は，１月につき所定単位数を加算する。 

Ｎ 軽度化加算   ３００単位 

注 利用者に対して，３月以上の生活支援通所型サービスを実施し，利用者の認定区分が要支援

２から要支援１に変更となった場合は，新しい認定区分の開始月に限り所定単位数を加算する。

ただし，本加算の対象となった利用者については，本加算を算定した月から１年間について，

本加算の対象としない。 

Ｏ 自立化加算   ５００単位 

注 利用者に対して，３月以上の生活支援通所型サービスを実施し，利用者の認定区分が要支援

１又は２から非該当に変更となり，かつ，一般介護予防事業の利用等を確認した場合は，要支

援非該当となった月に限り所定単位数を加算する。ただし，本加算の対象となった利用者につ

いては，本加算を算定した月から１年間について，本加算の対象としない。 
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別表第 10（第 22条第５号関係） 

介護予防ケアマネジメント費（単位数表・留意事項） 

Ａ 従来型のケアマネジメント   ４４２単位 

注１ 利用者に対して,従来型のケアマネジメントを行った場合に算定できる。 

注２ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は，高齢者虐待防止措置未実施減算と

して，所定単位数の 100分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

注３ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は，業務継続計画未策定減算として，

所定単位数の 100 分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

Ｂ 初回型のケアマネジメント   ２２１単位 

注１ 利用者に対して,初回型のケアマネジメント開始月のみ算定できる。また，算定に当たっ

ては，１年に１回のみ算定可能とする。 

注２ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は，高齢者虐待防止措置未実施減算と

して，所定単位数の 100分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

注３ 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合は，業務継続計画未策定減算として，

所定単位数の 100 分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

Ｃ 初回加算   ３００単位 

 注１ 新規に介護予防ケアマネジメントを行う居宅要支援被保険者等に対し，従来型のケアマ

ネジメント又は初回型のケアマネジメントを提供した場合については，初回加算として，１

月につき所定単位数を加算する。 

注２ 新規とは，契約の有無にかかわらず，当該居宅要支援被保険者等に過去２月以上，従来

型のケアマネジメント若しくは初回型のケアマネジメント又は指定居宅介護支援を提供して

おらず，介護予防ケアマネジメント費又は指定介護予防支援費が算定されていない場合に，

当該居宅要支援被保険者等に対し，従来型のケアマネジメント又は初回型のケアマネジメン

トを提供した場合を指す。 

Ｄ 委託連携加算  ３００単位 

 注 指定介護予防ケアマネジメント事業所が利用者に提供する介護予防ケアマネジメントを指

定居宅介護支援事業所に委託する際，当該利用者に係る必要な情報を当該指定居宅介護支援

事業所に提供し，当該指定居宅介護支援事業所における介護予防ケアプランの作成等に協力

した場合，当該委託を開始した日の属する月に限り，利用者１人につき１回を限度として所

定単位数を加算する。なお，当該委託に当たっては，当該加算を勘案した委託費の設定を行

うこと。 

Ｅ 介護職員等処遇改善加算 

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているもの

として，市長に対し，老健局長が定める様式による届出を行った介護予防ケアマネジメント

事業所が，利用者に対し，介護予防ケアマネジメントを行った場合は，ＡからＤまでにより

算定した単位数の 1000分の 21に相当する単位数を所定単位数に加算する。 

 


